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プロバイダ責任法制の比較
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プ
ロ
バ
イ
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責
任
法
制
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較
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ブ
ラ
ジ
ル
の
二
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四
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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け
る
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民
の
権
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関
す
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枠
組
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〇
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事
訴
訟
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を
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に
│
│
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一　

は
じ
め
に

　

一
九
四
八
年
の
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
の
一
九
条
は
、「
そ
の
時
代
に
お
け
る
情
報
の
発
信
と
受
信
の
自
由
の
理

念（１
）」
を
以
下
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
。

世�

界
人
権
宣
言
一
九
条　
　

す
べ
て
人
は
、
意
見
及
び
表
現
の
自
由
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
は
、
干
渉
を
受
け
る
こ

と
な
く
自
己
の
意
見
を
も
つ
自
由
並
び
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
り
、
ま
た
、
国
境
を
越
え
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
情
報
及

び
思
想
を
求
め
、
受
け
、
及
び
伝
え
る
自
由
を
含
む
。

　

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
情
報
を
伝
達
す
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
今
日
の
主
要
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
プ
リ
ン
ト
、
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
、

ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
順
に
登
場
し
て
き
た
（
２
）。
世
界
人
権
宣
言
の
後
に
お
い
て
、
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
目
覚
ま
し
く
進
化
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
に
伴
っ
て
、
誰
も
が
、
自
由
に
、
自
ら
の
情
報
を
発
信
す
る
、
又
は
他
者
の
情
報
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る

範
囲
が
、
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。
一
九
条
の
人
権
思
想
を
「
リ
ア
ル
な
世
界
で
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
に
至
っ
た（

３
）」
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
、
我
々
に
利
便
性
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
負
の
側
面
も
あ
る
。
特
に
「
不
特
定
多
数
の
人
々
が

ア
ク
セ
ス
す
る
場
を
通
じ
て
の
情
報
流
通
は
、
他
人
の
利
益
を
侵
害
す
る
情
報
や
社
会
全
体
に
と
っ
て
有
害
な
情
報
の
流
通
を
容
易
に
し
、

被
害
の
時
間
的
・
空
間
的
拡
大
を
も
た
ら
す
（
４
）」

と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
情
報
流
通
を
媒
介
す
る
立
場
に
あ
り
、
問
題
と
な
る
情
報
の

削
除
等
の
措
置
が
可
能
で
あ
り
、
発
信
者
の
特
定
に
資
す
る
情
報
を
保
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
の
適
切
な
対
応
が
期
待
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
我
が
国
に
お
い
て
、
立
法
的
対
応
を
図
っ
た
も
の
と
し
て
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
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責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
三
年
法
律
第
一
三
七
号
、
以
下
、「
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
」
と
い
う
）
が
あ

り
、
二
〇
〇
二
年
五
月
に
施
行
に
至
っ
た（

５
）。

　

諸
国
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
を
比
較
す
る
と
、「
必
ず
し
も
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
の
捉
え
方
や
発
信
者
へ
の
責
任
追
及
に
あ
た
っ
て
の

発
信
者
情
報
開
示
等
の
運
用
は
国
ご
と
に
一
様
で
は
な
く
、
各
国
の
制
度
に
お
い
て
被
害
者
の
権
利
と
発
信
者
責
任
、
匿
名
の
表
現
の
自

由
、
発
信
者
情
報
の
開
示
に
と
も
な
う
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
比
重
や
判
断
基
準
も
異
な
る
（
６
）」。
他
国
の
動
向
に
目
を
向
け
る
と
（
７
）、
近
年

の
立
法
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
市
民
の
権
利
に
関
す
る
枠
組
み
（M

arco�Civil�da�Internet

）」（
以
下
「
Ｍ

Ｃ
Ｉ
」
と
い
う
）
が
二
〇
一
四
年
に
成
立
し
た
（
８
）。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
法
的
権
限
、
責
任
、
及
び
記
録
開
示
等
の
定
め
の
ほ
か
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
一
般
に
及
ぶ
原
則
、
保
障
、
権
利
義
務
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
憲
法
」
と
呼

ぶ
者
も
い
る
（
９
）。

　

本
稿
で
は
、
両
国
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
の
比
較
を
通
じ
て
、
今
後
の
法
制
を
め
ぐ
る
新
た
な
展
望
に
向
け
た
示
唆
を
得
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
主
要
な
論
点
は
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
情
報
の
流

通
に
よ
り
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
者
（
以
下
、「
被
害
者
」
と
い
う
）
が
、
発
信
者
を
特
定
す
る
た
め
の
手
続
に
要
す
る
時
間
的
・
費
用

的
負
担
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
を
踏
ま
え
、
国
内
学
説
及
び
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
五
年

民
事
訴
訟
法
（Código�de�Processo�Civil

）
と
の
協
働
の
上
、
手
続
を
簡
易
・
迅
速
化
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
図
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
ア

プ
ロ
ー
チ
を
参
考
に
、
日
本
に
お
け
る
発
信
者
情
報
開
示
制
度
の
改
善
に
向
け
て
検
討
を
加
え
る
。

　

本
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
概
要
を
踏
ま
え
、
同
法
を
め
ぐ
る
本
稿
の
問
題
意
識
及

び
課
題
を
提
示
す
る
。
次
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
立
法
過
程
や
原
則
に
つ
い
て
紹
介
の
上
、
同
法
及
び
民
事
訴
訟
法
を
踏
ま

え
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
に
つ
い
て
論
じ
る
。
続
い
て
、
先
に
触
れ
た
発
信
者
情
報
開
示
手
続
を
含
む
両
国
の
法
制
の
比
較
検
討
を
行

う
こ
と
と
す
る
。

001-058_01_高橋_大学院論文集61号.indd   3001-058_01_高橋_大学院論文集61号.indd   3 2021/06/17   15:212021/06/17   15:21



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集61号（令和３年度）

 4

二　

プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
概
要
及
び
問
題
の
所
在

　

プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法）（1
（

は
、「
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
権
利
の
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
特
定
電
気

通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
に
つ
き
」
定
め
た
も
の
で
あ
る
（
一
条
）。
な

お
、
同
法
の
対
象
と
な
る
「
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
」（
以
下
、
単
に
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
」
と
い
う
）
に
は
、
非
営
利
・
営
利
、
個
人
・
法

人
の
限
定
は
な
い
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
に
つ
い
て
は
三
条
、
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
等
に
つ
い
て
は
、
四
条
に
そ

れ
ぞ
れ
規
定
を
置
く
。

　

同
法
が
対
象
と
す
る
の
は
、「
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
」（
二
条
一
号
）
に
あ
た
る
「
特
定

電
気
通
信
」
で
あ
る
（
一
条
）。
し
た
が
っ
て
、
一
対
一
の
通
信
で
あ
る
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
や
、
自
ら
の
情
報
を
保
存
す
る
た
め
に

個
人
が
利
用
す
る
フ
ァ
イ
ル
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

同
法
は
、
侵
害
さ
れ
る
「
権
利
」
に
つ
い
て
は
特
に
限
定
せ
ず
、
分
野
横
断
的
に
対
象
と
し
て
い
る
。
一
方
、
刑
法
上
違
法
な
い
し
有

害
な
情
報
は
同
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
権
利
の
侵
害
」
は
「
情
報
の
流
通
」
自
体
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
を
対
象
と
し
て
お

り
（
一
条
）、「
そ
れ
自
体
が
違
法
で
な
い
違
法
情
報
へ
の
リ
ン
ク
情
報）（（
（

」
や
「
流
通
し
て
い
る
情
報
を
閲
読
し
た
こ
と
に
よ
り
詐
欺
の
被

害
に
遭
っ
た
場
合）（1
（

」
等
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

㈠　

発
信
者
情
報
開
示
請
求
権
及
び
開
示
手
続

１　

発
信
者
情
報
開
示
請
求
権

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
名
誉
毀
損
等
の
不
法
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
や
、
著
作
権
侵
害
に
対
す
る
差
止
請
求
の
前
提
と
し
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て
（
以
下
、
か
か
る
請
求
を
「
本
案
請
求
」
と
い
う
）、
請
求
権
を
被
害
者
が
発
信
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
に
は
、
発
信
者
を
特
定
す
る

た
め
の
情
報
を
要
す
る
。
典
型
的
に
は
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
情
報
の
発
信
が
匿
名
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
情
報
の
発
信

者
の
特
定
が
で
き
な
い
場
合
等
に
お
い
て
、
被
害
者
が
発
信
者
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
発
信
者
情
報

の
開
示
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
点
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
は
、
発
信
者
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
、「
開
示
関
係
役
務
提
供
者
」
に
対
す
る
被
害
者
の
請
求
権

を
創
設
し
て
い
る
（
四
条
一
項
）。
こ
の
請
求
権
は
裁
判
外
で
の
行
使
も
可
能
で
あ
る
。「
開
示
関
係
役
務
提
供
者
」
と
は
、
特
定
電
気
通

信
の
用
に
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
（
以
下
、
単
に
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
」
と
い
う
）
を
指
す
。
開
示
の
要
件
と
し

て
、「
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
の
救
済
の
必
要
性
と
発
信
者
の
通
信
の
秘
密
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
意

し
）
（1
（

」、（
ア
）
侵
害
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
開
示
を
請
求
す
る
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
、
か
つ
（
イ
）
発
信

者
情
報
が
、
開
示
を
請
求
す
る
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
発
信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
る
べ
き

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
（
四
条
一
項
一
号
及
び
二
号
）
と
の
定
め
が
あ
る
。（
ア
）
に
お
け
る
「
明
ら
か
」
と
は
、
不
法
行
為
等
の
成
立

を
阻
却
す
る
事
由
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
な
い
こ
と
ま
で
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
同
法
が
対
象
と
す
る
の
は
、

特
定
個
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
第
三
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
は
、
対
象
に
含
ま
れ
な
い
。

　

発
信
者
情
報
の
開
示
は
、「
発
信
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
個
人
情
報
及
び
表
現
の
自
由
と
い
う
重
大
な
権
利
利
益
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
上
、
そ
の
性
質
上
、
い
っ
た
ん
開
示
さ
れ
て
し
ま
う
と
そ
の
原
状
回
復
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら）（1
（

」、
み
だ
り
に
開
示
さ
れ
る
こ
と

を
回
避
し
、
実
質
的
か
つ
積
極
的
な
利
害
を
有
す
る
発
信
者
本
人
の
意
思
を
反
映
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
法
は
、（
ウ
）
開

示
の
請
求
を
受
け
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
発
信
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
四
条
二
項
）、（
エ
）
開
示
を
受
け
た
者
は
発

信
者
情
報
を
み
だ
り
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
四
条
三
項
）、（
オ
）
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
開
示
に
応
じ
な
い
こ
と
に
よ
る
開
示
請
求
者

に
生
じ
た
損
害
は
、
故
意
・
重
過
失
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
（
四
条
四
項
）
を
定
め
て
い
る
。
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２　

発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
現
状
及
び
課
題

　

プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
四
条
一
項
一
号
は
、
権
利
侵
害
が
「
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」（
明
白
性
）
を
要
件
と
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
、
任

意
開
示
に
お
い
て
は
、「
権
利
侵
害
が
一
見
明
白
で
あ
る
」
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
状
況
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に

存
在
せ
ず
、
ま
た
開
示
し
な
く
と
も
事
実
上
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
四
条
四
項
の
重
過
失
要
件
）
か
ら
、
プ
ロ
バ

イ
ダ
は
、
裁
判
外
で
の
任
意
開
示
に
応
じ
な
い
場
合
も
多
い
と
指
摘
さ
れ
る）（1
（

。
ま
た
、
開
示
に
よ
る
免
責
規
定
が
存
し
な
い
こ
と
も
、
プ

ロ
バ
イ
ダ
の
任
意
開
示
を
消
極
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
任
意
の
開
示
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
開
示

請
求
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
る
が
、
同
法
四
条
の
「
開
示
請
求
権
は
実
体
法
上
の
請
求
権
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
訴
訟

手
続
を
必
要
と
す
る
構
成
が
採
用
さ
れ
て
い
る）（1
（

」。
実
務
上
は
、
一
般
的
に
、
発
信
者
の
特
定
の
た
め
に
、「
①
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ

へ
の
仮
処
分
の
申
立
て
、
②
ア
ク
セ
ス
（
経
由
）
プ
ロ
バ
イ
ダ
へ
の
訴
訟
提
起）（1
（

」
と
い
う
二
段
階
の
裁
判
手
続
を
要
す
る
。
そ
の
上
、
本

案
請
求
訴
訟
を
含
め
る
と
、
被
害
者
は
、
三
段
階
の
裁
判
手
続
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
述
べ
た
現
行
の
制
度
に
お
い
て
は
、（
ア
）
発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
た
め
に
、
多
く
の
時
間
・
費
用
・
手
間
を
要
し
、
被
害
者

の
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、（
イ
）
発
信
者
を
特
定
で
き
な
い
場
面
の
増
加
、
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（1
（

。（
ア
）
に
関
し
て

は
、
本
案
請
求
の
前
提
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
二
段
階
の
裁
判
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
る
点
、
さ
ら
に
、
開
示
請
求
が
訴
訟
手
続
に
よ
る

こ
と
で
、
必
要
的
口
頭
弁
論
に
基
づ
く
審
理
・
判
決
を
経
る
こ
と
と
な
り
、
必
然
的
に
時
間
を
要
す
る
点
か
ら
、
被
害
者
の
負
担
が
大
き

い
と
の
指
摘
が
あ
る）（1
（

。
ま
た
、（
イ
）
に
関
し
て
は
、
被
害
者
が
一
定
の
時
間
の
経
過
後
、
権
利
侵
害
情
報
の
流
通
に
気
づ
く
場
合
や
、

「
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
お
け
る
開
示
手
続
に
一
定
の
時
間
が
か
か
る
ケ
ー
ス
で
は
、
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
保
有
す
る
Ｉ
Ｐ
ア

ド
レ
ス
な
ど
の
ロ
グ
が
請
求
前
に
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
場
合）11
（

」
等
に
、
発
信
者
が
特
定
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
課
題
が
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
前
記
（
ア
）（
イ
）
の
課
題
に
関
し
て
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
の
た
め
に
、
特
に
、
両
プ
ロ

バ
イ
ダ
を
相
手
方
と
す
る
開
示
手
続
を
一
つ
の
手
続
の
中
で
完
結
で
き
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
中
心
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
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る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
参
考
に
、
検
討
を
進
め
た
い
。
ま
た
、（
イ
）
に
関
し
て
は
、
方
策
の
一
例
と
し
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
お
け
る
プ
ロ
バ
イ
ダ

の
記
録
保
存
義
務
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

㈡　

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
に
お
け
る
特
例

　

二
〇
一
四
年
、
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
」
と
い
う
）
が

成
立
し
た
（
平
成
二
六
年
法
律
第
一
二
六
号
）。
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
四
条
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
三
条
二
項
の
定
め

る
と
こ
ろ
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
の
特
例
が
設
け
ら
れ
た
。
当
該
特
例
は
、
私
事
性
的
画
像
記
録
が
流
通
す
る
と
、「
興
味
本
位
で
拡

散
し
や
す
く
、
被
害
者
が
受
け
る
損
害
は
重
大
か
つ
回
復
困
難
で
あ
り
、
削
除
の
緊
急
性
が
高
い
と
い
う
実
態
に
鑑
み）1（
（

」、
特
定
電
気
通

信
に
よ
り
流
通
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
に
対
し
て
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
た
と
き
、
当
該
情
報
の
発
信
者
と
の
関
係
で
、
プ
ロ
バ
イ
ダ

の
損
害
賠
償
責
任
が
生
じ
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
追
加
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
四
条
は
、（
ア
）
プ
ロ

バ
イ
ダ
が
講
じ
た
送
信
防
止
措
置
が
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
四
条
本
文
）、
か
つ
（
イ
）
自
己
の
名
誉
又
は
私
生

活
の
平
穏
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
か
ら
送
信
防
止
措
置
を
行
う
よ
う
申
出
が
あ
り
（
四
条
一
項
）、
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
す
る
か

発
信
者
に
照
会
し
、
二
日
以
内
に
発
信
者
か
ら
同
意
し
な
い
旨
の
申
出
が
な
い
場
合
（
四
条
二
項
）、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
責
任
を
負
わ
な
い
旨

定
め
る
。
申
出
主
体
は
、
原
則
と
し
て
撮
影
対
象
者
で
あ
り
、
撮
影
対
象
者
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親

族
又
は
兄
弟
姉
妹
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
な
お
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
四
条
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
三
条
二
項
と
同
様
、
プ

ロ
バ
イ
ダ
と
発
信
者
が
契
約
関
係
に
あ
る
場
合
、
そ
の
取
り
決
め
を
排
除
す
る
趣
旨
は
な
い
の
で
、
任
意
規
定
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
四
条
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
三
条
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
の
特
例
と
し
て
、

発
信
者
に
対
す
る
送
信
防
止
措
置
に
関
す
る
同
意
照
会
期
間
を
七
日
か
ら
二
日
に
短
縮
し
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
自
主
的
対
応
に
よ
る
被
害
の

拡
大
の
防
止
を
図
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
発
信
者
に
対
す
る
同
意
照
会
期
間
経
過
後
に
、
必
ず
し
も
送
信
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
わ
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け
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
さ
ら
な
る
自
主
的
対
応
を
促
進
す
る
た
め
、
効
果
的
な
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
を

確
立
で
き
な
い
か
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
を
参
考
に
、
検
討
す
る
。

三　

ブ
ラ
ジ
ル
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
市
民
の
権
利
に
関
す
る
枠
組
み
の
概
要

㈠　

制
定
の
背
景
及
び
経
緯

１　

制
定
の
背
景

　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
情
報
社
会
の
中
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
上
の
諸
問
題
に
関
し
、
特
別
の
法
律
を
持
た
ず
、
裁
判
所
の

判
断
に
よ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
個
々
の
事
案
の
判
決
に
お
い
て
矛
盾
・
対
立
が
生
じ
、
法
的
安
定
性
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た）11
（

。

　

同
時
代
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
犯
罪
を
規
律
す
る
法
と
し
て
、“Lei�A

zeredo”

（A
zeredo

法
）
と
呼
ば
れ
る
法
（
一
九
九

九
年
第
八
四
号
法
案
）
が
起
草
さ
れ
た）11
（

。
同
法
は
、
そ
の
射
程
が
極
め
て
広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
仮
に
施
行
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の
ブ

ラ
ジ
ル
国
民
が
犯
罪
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
問
題
、
ま
た
、
研
究
・
開
発
の
た
め
に
必
要
な
実
践
を
違
法
と
し
、
革
新
の
機
会
を
抑

圧
す
る
と
い
う
問
題
が
危
惧
さ
れ
た）11
（

。A
zeredo

法
に
対
し
て
は
、
学
術
部
門
を
は
じ
め
と
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
お
け
る
嘆
願
書
を
含

む
社
会
的
な
反
対
運
動
が
広
が
っ
た）11
（

。
他
方
で
、A

zeredo
法
の
代
替
案
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
な
か
っ
た）11
（

。
か
か
る
状
況
の
中
、

Ronaldo�Lem
os

博
士
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
民
事
的
規
制
が
先
ん
じ
る
必
要
性
を
説
い
て
、“M

arco�Civil”

の
立
案
を
提
唱
し
た）11
（

。

こ
の
考
え
は
、
学
術
部
門
や
一
般
社
会
に
よ
り
擁
護
さ
れ
、
そ
の
議
論
は
政
府
に
も
及
び
、
二
〇
〇
九
年
に
確
立
さ
れ
た）11
（

。

２　

制
定
の
経
緯

　

文
化
省
及
び
国
立
教
育
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（Rede�N

acional�de�Ensino�e�Pesquisa:�RN
P

）
が
管
理
す
る“Cultura�D

igital”

と
い
う
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ブ
ロ
グ
を
通
じ
て
、
法
務
省
の
暫
定
草
案
に
つ
い
て
開
か
れ
た
論
議
が
展
開
さ
れ
た）11
（

。
か
か
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
活

用
に
よ
っ
て
法
案
に
つ
き
議
論
す
る
、
と
い
う
の
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
初
の
試
み
で
あ
っ
た）11
（

。
同
ブ
ロ
グ
は
、
登
録
ユ
ー
ザ
ー
が
、
政
府

や
討
論
者
に
対
し
て
関
知
さ
せ
る
た
め
に
、
諸
問
題
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
立
案
を
進
め
る
た
め

の
意
見
の
複
数
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
っ
た）1（
（

。
そ
の
議
論
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
法
務
省
に
よ
る
た
た
き
台
（
特
に
、
暫
定
草

案
）、
及
び
最
終
的
に
法
案
化
す
る
た
め
に
当
初
議
論
さ
れ
た
考
え
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
条
文
、
項
、
号
が
作
成
さ
れ
た）11
（

。
第
二
段
階

に
お
い
て
は
、
焦
点
を
同
草
案
に
置
き
つ
つ
も
、
よ
り
多
岐
に
わ
た
る
議
論
が
展
開
さ
れ
、
条
文
、
項
、
号
ご
と
に
一
般
社
会
の
人
々
の

参
加
を
得
て
協
力
的
に
議
論
し
た）11
（

。
さ
ら
に
、
外
務
省
を
介
し
て
他
諸
国
の
規
制
に
つ
い
て
の
報
告
を
各
大
使
館
に
要
請
し
、
規
律
の
重

要
な
部
分
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
議
論
の
活
発
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
及
び
ア
メ
リ
カ
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
試
み）11
（

、
最
終
的
に
政
府
提
出

法
案
と
し
て
結
実
し
た）11
（

。

　

か
か
る
経
緯
か
ら
、
同
草
案
は
、
二
〇
一
一
年
第
二
一
二
六
号
法
案
と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
、M

arco�Civil�da�Internet

（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
市
民
の
権
利
に
関
す
る
枠
組
み
）
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
五
日
下
院
、
同
年
四
月
二
三
日
上
院
を
通
過
し
、
成
立

（
二
〇
一
四
年
法
律
第
一
二
九
六
五
号
）
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
四
月
二
四
日
官
報
掲
載）11
（

を
経
て
、
同
年
六
月
二
三
日
施
行）11
（

と
な
っ
た
。

Ｍ
Ｃ
Ｉ
は
、
前
述
の
通
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
お
け
る
原
則
、
保
障
、
権
利
義
務
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

３　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
基
本
原
則
及
び
二
〇
一
六
年
デ
ク
レ
ト
第
八
七
七
一
号

　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
が
指
針
と
す
る
基
本
的
原
則
に
つ
い
て
は
、
同
法
三
条
に
規
定
を
置
く
。
そ
の
中
で
も
、
①
憲
法
（Constituição�da�

República�Federativa�do�Brasil

）
上
の
表
現
の
自
由
（liberdade�de�expressão

）、
思
想
の
共
有
及
び
表
明
の
自
由
（com

unicação�e�

m
anifestação�de�pensam

ento

）
の
保
障
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
三
条
一
号
）、
②
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
三
条
二
号
）、
③
法
律
に
基
づ
く
個
人

情
報
の
保
護
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
三
条
三
号
）、
④
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
原
則
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
三
条
四
号
）
が
強
調
さ
れ
る）11
（

。

　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
施
行
規
則
と
し
て
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
一
日
に
、
デ
ク
レ
ト
第
八
七
七
一
号
が
発
令
さ
れ
た
。
同
デ
ク
レ
ト
は
、
第
一
に
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
原
則
の
例
外
と
な
る
前
提
を
規
律
す
る
こ
と）11
（

、
第
二
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る

デ
ー
タ
の
保
存
及
び
保
護
の
方
法
を
示
す
こ
と
、
第
三
に
行
政
機
関
に
よ
る
登
録
情
報
の
提
供
要
請
の
透
明
化
の
手
段
を
措
定
す
る
こ
と
、

第
四
に
違
反
の
調
査
及
び
是
正
の
た
め
の
基
準
に
つ
い
て
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

㈡　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
の
概
要

１　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
制
定
以
前
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
等
に
関
す
る
見
解

⑴　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
分
類

　

学
説
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
（
以
下
、「
Ｉ
Ｓ
Ｐ
」
と
い
う
）
に
関
す
る
様
々
な
分
類
が
行
わ
れ
て
き

た
。M

arcel�Leonardi

博
士
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
概
念
を
形
成
し
、
そ
れ
を
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
電

子
メ
ー
ル
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
ホ
ス
テ
ィ
ン
グ
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
分
類
し
た）11
（

。
他
方
で
、Ronaldo�Lem

os

博
士
は
、

Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
二
つ
に
大
別
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
（provedores�de�serviço�de�acesso:�PSA

s

）
及
び
オ
ン

ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
（provedores�de�serviços�online:�PSO

s

）
で
あ
る
。
こ
のPSA

s

は
、
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
応

し
、PSO

s

は
、
電
子
メ
ー
ル
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
ホ
ス
テ
ィ
ン
グ
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
包
含
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る）1（
（

。

そ
れ
に
対
し
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
お
い
て
は
、
専
ら
、
明
示
的
に
、
二
種
類
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
（provedores�de�conexão�à�internet
）
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ

（provedores�de�aplicações�de�internet

）
で
あ
る
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
種
に
つ
い
て
の
明
確
な
規
定
は
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
又
はPSA

s

に
対
応
し
て
い
る）11
（

。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
お
お
よ
そ
、PSO

s

に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）11
（

。
本
稿
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
プ
ロ

バ
イ
ダ
の
種
別
に
言
及
す
る
場
合
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
施
行
前
の
議
論
に
関
し
て
も
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
よ
る
分
類
に
合
わ
せ
、「
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
」
及
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び
「
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る）11
（

。

⑵　

接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
関
し
て

　

接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
設
備
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
、
情
報
を
評
価
す
る
技
術
的
な
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
も
な
け
れ
ば
、
通
信
を

傍
受
す
る
権
利
や
あ
ら
ゆ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
取
得
す
る
権
利
も
な
い
こ
と
か
ら
、
第
三
者
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
権
利
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
か

ら
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
民
事
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
見
解
が
展
開
さ
れ
て
き
た）11
（

。
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
発
信
者
情
報
開
示
に
関
し

て
、
裁
判
所
は
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
者
で
あ
る
発
信
者
の
情
報
を
、
第
三
者
（
被
害

者
）
や
管
轄
の
当
局
に
提
供
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
き
た
。
こ
の
点
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
ユ
ー
ザ
ー
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
接
続
さ
せ
る
仲
介
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
特
徴
や
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
利
益
を
得
て
い
る
こ
と
に
言
及
の

上
、
ユ
ー
ザ
ー
を
特
定
す
る
た
め
の
技
術
的
な
手
段
を
活
用
し
て
、
発
信
者
情
報
を
記
録
し
開
示
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
た
裁
判
例
も
あ

る
）
11
（

。
た
だ
し
、
発
信
者
情
報
に
関
す
る
記
録
の
保
存
期
間
や
そ
の
保
存
す
べ
き
記
録
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
明
ら
か
で
な
か
っ
た）11
（

。
そ
こ

で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
運
営
委
員
会
（CGI.br
）
11
（

）
は
、
民
法
（Código�Civil

）
二
〇
六
条
三
項
五
号
に
定
め
る
、
民
事
賠
償
請
求
権
の
時
効

期
間
と
の
調
和
を
図
り
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
識
別
情
報
、
接
続
開
始
・
終
了
日
時
、
及
び
発
信
元
の
記
録
を
三
年
の
間
保
存
す
べ
き
と
の

勧
告
を
行
っ
た）11
（

。

⑶　

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
関
し
て

　

第
三
者
に
よ
り
生
じ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
に
関
し
て
は
、
客
観
的
（
無
過
失
）
責
任

（responsabilidade�objetiva

）
に
立
脚
す
べ
き
と
す
る
立
場
と
主
観
的
（
過
失
）
責
任
（responsabilidade�subjetiva

）
に
立
脚
す
べ
き
と

す
る
立
場
に
割
れ
て
い
た
。

　

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
客
観
的
責
任
を
支
持
す
る
学
説
に
お
い
て
は
、
被
害
者
が
、
不
法
行
為
等
の
責
任
を
、
匿
名
や

偽
名
を
使
っ
た
発
信
者
に
対
し
て
追
及
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
の
指
摘
の
ほ
か
、
そ
の
多
く
が
営
利
目
的
と
考
え
ら
れ
る
プ
ロ
バ
イ
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ダ
と
は
異
な
り
、
直
接
の
発
信
者
が
損
害
を
塡
補
す
る
た
め
に
十
分
な
資
力
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た）11
（

。
下
級
審
に
お
い

て
、
か
か
る
客
観
的
責
任
の
立
場
を
示
し
た
も
の
も
あ
る）1（
（

。
そ
の
中
に
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る

通
常
の
事
業
が
、
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
民
法
九
二
七
条
単
項
（
危
険
責
任
等
の
無
過
失
責
任
を
定
め
る
規
定
）
を
適
用
す

る
裁
判
例）11
（

や
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
が
第
三
者
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
立
証
に
加
え
、
発
信
者
の
特
定

が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
示
す
裁
判

例
）
11
（

が
あ
っ
た
。

　

他
方
で
、
主
観
的
責
任
を
支
持
す
る
学
説
の
中
に
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
客
観
的
な
責
任
を
負
わ
せ
る
場
合
、
プ

ロ
バ
イ
ダ
は
、
膨
大
な
損
害
を
被
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
、
享
受
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
は
高
価
に
な
る
等
、
リ
ス
ク
の
負
担
は
、

ユ
ー
ザ
ー
に
ふ
り
か
か
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た）11
（

。
こ
の
点
、
高
等
司
法
裁
判
所
（Superior�T

ribunal�de�Justiça:�ST
J

）

は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
に
つ
き
、
主
観
的
責
任
に
立
脚
す
べ
き
立
場
を
示
し
た）11
（

。
高
等
司
法
裁
判
所
第
三
小
法

廷
二
〇
一
一
年
八
月
二
三
日
判
決）11
（

に
よ
れ
ば
、
前
提
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
商
業
利
用
は
、
消
費
者
保
護
法
に
お
い
て
生
じ
る
消

費
関
係
（relações�de�consum
o

）
に
属
す
る
と
す
る
。
消
費
者
保
護
法
（Código�de�proteção�e�defesa�do�consum

idor

）
三
条
に
よ
れ
ば
、

消
費
関
係
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者
と
は
、
報
酬
を
介
し
た
事
業
を
展
開
す
る
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
り
提
供
さ
れ

た
サ
ー
ビ
ス
が
無
料
で
あ
る
こ
と
は
、
消
費
関
係
を
歪
め
る
も
の
で
は
な
い
と
示
す
。
同
判
決
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
消
費
者
保
護
法

三
条
二
項
に
あ
る
「
間
接
的
な
報
酬
（m

ediante�rem
uneração

）」
が
広
範
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
間
接
的

な
収
入
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
示
す
。
か
か
る
消
費
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
第
三
者
に
よ
り
生
じ
た
権
利
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
に
関
す

る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
損
害
賠
償
責
任
は
消
費
者
保
護
法
一
四
条
、
及
び
一
般
規
定
で
あ
る
民
法
九
二
七
条
単
項
を
前

提
と
す
る
客
観
的
責
任
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
、
同
判
決
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
り
発
信
さ
れ
る
情
報
の
内
容
に
関
し

て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
あ
ら
か
じ
め
監
視
す
る
こ
と
は
、
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
的
な
活
動
で
は
な
く
、
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デ
ー
タ
や
画
像
に
関
す
る
点
検
や
フ
ィ
ル
タ
を
か
け
な
い
サ
イ
ト
に
つ
い
て
、
消
費
者
保
護
法
一
四
条
に
定
め
る
瑕
疵
が
あ
る
と
は
言
え

な
い
旨
示
し
た
。
ま
た
、
違
法
コ
ン
テ
ン
ツ
か
ら
生
じ
る
精
神
的
な
損
害
に
つ
い
て
も
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
活
動
に

本
来
備
わ
っ
て
い
る
危
険
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
、
民
法
九
二
七
条
単
項
の
適
用
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
高
等
司
法
裁
判
所
は
、

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
第
三
者
に
よ
る
違
法
コ
ン
テ
ン
ツ
を
認
識
し
た
後
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
不
可
に

す
る
た
め
の
効
果
的
な
措
置）11
（

を
行
わ
な
い
場
合
に
の
み
責
任
を
負
う
と
す
る
見
解
を
示
し
（
同
第
三
小
法
廷
二
〇
一
四
年
八
月
二
一
日
判
決）11
（

）、

そ
の
認
識
は
、
被
害
者
に
よ
る
裁
判
外
の
通
知
で
十
分
で
あ
る
と
し
た
（
同
第
三
小
法
廷
二
〇
一
二
年
六
月
一
九
日
判
決）11
（

）。
送
信
防
止
措
置

の
期
間
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
裁
判
外
の
通
知
か
ら
二
四
時
間
以
内
に
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
や
、
こ
れ
に
対

し
て
事
業
規
模
や
送
信
防
止
措
置
の
技
術
的
な
困
難
性
、
被
害
の
重
大
さ
等
を
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
期
間
を
延
長
す
る
見
解
等
、

裁
判
官
の
間
で
意
見
が
割
れ
て
い
た）11
（

。
発
信
者
情
報
開
示
に
関
し
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
が
自
由
に
コ
ン
テ
ン
ツ
の
発
信
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
特
性
に
言
及
の
上
で
、
発
信
者
の
特
定
に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
注
意
す

べ
き
で
あ
る
と
し
、
発
信
者
の
有
効
な
追
跡
手
段
と
し
て
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
記
録
及
び
開
示
の
義
務
を
認
め
て
き
た）1（
（

。
記
録
保
存
の
期

間
と
し
て
は
、
高
等
司
法
裁
判
所
は
、
民
法
二
〇
六
条
三
項
五
号
に
定
め
る
、
民
事
賠
償
請
求
権
の
時
効
期
間
と
の
調
和
を
図
り
、
当
該

記
録
を
三
年
の
間
保
存
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た）11
（

。

２　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
お
け
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
の
概
要

⑴　

対　

象

　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
お
い
て
は
、
前
述
の
通
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
大
き
く
二
つ
に
分
類

し
て
い
る
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
は
両
者
の
明
確
な
定
義
は
な
い
が
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
」
に
つ
い
て
は
、「
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
帰
属
及
び
認

証
を
介
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
を
送
受
信
す
る
た
め
の
端
末
の
能
力
」
と
定
義
し
て
い
る
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
五
条

五
号
）。
ま
た
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
関
し
て
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
る
端
末
を
介
し
て
ア
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ク
セ
ス
さ
れ
る
機
能
の
総
体
」
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
五
条
七
号
）。
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
発
信
者
に
対
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
、
い
わ
ゆ
る
経
由
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、

コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
電
子
メ
ー
ル
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
及
び
ホ
ス
テ
ィ
ン
グ
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）11
（

。
プ

ロ
バ
イ
ダ
の
種
別
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
動
が
多
種
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
者
の
活
動
に
応
じ
た
責
任
を
負
う
べ
き

と
の
理
念
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
三
条
六
号
）
の
も
と
、
個
別
の
定
義
を
避
け
た
。
な
お
、
営
利
・
非
営
利
、
個
人
・
法
人
の
限
定
も
な
い
。

　

対
象
と
な
る
権
利
に
つ
い
て
は
分
野
横
断
的
で
あ
る
が
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
に
つ
い
て
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
八
条
以
下
は
、
民
事
上

の
責
任
に
つ
い
て
の
み
規
律
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
作
権
及
び
著
作
隣
接
権
に
つ
い
て
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任

に
つ
い
て
定
め
る
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
二
項
に
お
い
て
、
同
条
の
適
用
を
留
保
し
、
特
別
法
の
定
め
に
よ
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
特
別
法
の
議
論
は
結
実
せ
ず
、
未
だ
第
三
者
に
よ
る
著
作
権
侵
害
に
対
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
定
め
が
な
い
。
こ
の
点
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
三
一
条
に
よ
れ
ば
、
当
該
特
別
法
の
施
行
ま
で
は
、

Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
施
行
時
点
で
有
効
な
著
作
権
関
連
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
旨
定
め
る
が
、
著
作
権
法
（Lei�de�D

ireitos�A
utorais

〔
一
九
九
八
年

法
律
第
九
六
一
〇
号
〕）
に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
権
利
侵
害
に
つ
い
て
扱
っ
て
お
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
裁
判
所
の

判
断
に
よ
る
こ
と
と
な
る）11
（

。

⑵　

責
任
の
制
限

　

責
任
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
は
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
大
別
し
て
規
定
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
八
条
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
第
三
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
対
し
、
民
事
上
の
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
定
め
る
。
同
規
定
に
は
、
先
に
述
べ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

中
立
性
の
原
則
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
に
つ
い
て
扱
う
Ｍ
Ｃ
Ｉ
九
条
は
、
通
信
、
パ
ケ
ッ
ト
通
信
、
又
は
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
パ
ケ
ッ
ト
デ
ー
タ
を
平
等
に
扱
う
義
務
が
あ
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ
、
宛
先
・
出
所
、
媒
体
、
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サ
ー
ビ
ス
・
ア
プ
リ
に
よ
っ
て
区
別
し
て
は
な
ら
な
い
旨
定
め
る
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
八
条
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
原
則
と
の
調
和
を
図

り
、
さ
ら
に
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
コ
ン
テ
ン
ツ
の
内
容
を
関
知
し
な
い
媒
介
者
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
従
前
の
国
内
の
立
場
、
及
び
接
続

プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
を
制
限
す
る
諸
国
の
動
向
に
平
仄
を
合
せ
た）11
（

。

　

続
い
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
で
あ
る
が
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
本
文
に
お
い
て
は
、「
表
現
の
自
由
を
保
障
し
、
検
閲
を

防
止
す
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
特
定
の
裁
判
所
の
命
令
の
後
、
当
該
命
令
が
定
め
る

期
間
に
お
い
て
、
自
己
の
サ
ー
ビ
ス
の
技
術
的
な
範
囲
内
で
、（
権
利
を
）
侵
害
す
る
（infringente

）
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ア
ク
セ
ス
不
可
と

す
る
た
め
の
措
置
も
講
じ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
第
三
者
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
か
ら
生
じ
る
損
害
に
つ
き
民
事
上

の
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
定
め
る
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
の
定
め
る
、
裁
判
所

の
命
令
に
よ
る
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
を
、“notice�and�take�dow

n”

と
対
比
の
上
、“judicial�notice�and�take�dow

n”

と
呼
ぶ

者
も
い
る）11
（

。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
は
、
従
前
の
国
内
の
裁
判
例
と
同
様
に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
コ
ン
テ
ン
ツ
に
係
る
監
視
義
務
を
課
し
て
お
ら
ず
、

主
観
的
責
任
に
立
脚
す
る）11
（

。
主
観
的
責
任
に
立
脚
す
る
こ
と
で
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
監
視
及
び
過
度
な
削
除
行
為
を
抑
制
す
る
こ
と
も

可
能
と
な
る
と
解
さ
れ
た）11
（

。
ま
た
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
送
信
防
止
措
置
に
対
し
、
司
法
の
判
断
を
介
す
る
こ
と
で
、
表
現
の
自
由
に
対
し
て

正
当
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
表
現
の
自
由
の
保
障
に
資
す
る
、
と
の
指
摘
も
あ
る）11
（

。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
は
、
被
害
者
に
よ

る
裁
判
外
の
通
知
の
後
、
権
利
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
の
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
責
任
を
負
う
と
す
る
Ｍ
Ｃ

Ｉ
以
前
の
高
等
司
法
裁
判
所
の
立
場
に
反
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
権
利
侵
害
の
拡
大
の

ス
ピ
ー
ド
を
鑑
み
て
、
司
法
の
判
断
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
な
送
信
防
止
措
置
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
、
裁
判
所
の
負
担
の
増
加
、

及
び
被
害
者
の
費
用
的
・
時
間
的
負
担
の
増
加
等
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）11
（

。
た
だ
し
、
送
信
防
止
措
置
は
、
裁
判
所
の
命
令
の
み
に

依
存
し
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
自
主
的
に
、
利
用
規
約
等
に
則
り
、
措
置
を
と
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い）1（
（

。

　

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
は
、
原
則
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
が
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
一
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条
に
そ
の
例
外
の
定
め
が
あ
る
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
一
条
本
文
は
、「
第
三
者
が
作
成
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ア
ク
セ
ス
可
能
に
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
当
事
者
の
許
可
な
く
公
開
さ
れ
た
ヌ
ー
ド
若
し
く
は
性
的
行
為
を
含
む
私
的
な
画
像
、

動
画
、
又
は
そ
の
他
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
公
開
か
ら
生
じ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
つ
い
て
、
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
か
ら
通
知

を
受
け
た
後
、
自
己
の
サ
ー
ビ
ス
の
技
術
的
な
範
囲
内
で
、
迅
速
に
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ア
ク
セ
ス
不
可
と
す
る
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た

場
合
の
み
、
二
次
的
に
責
任
を
負
う
」
と
定
め
る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
一
条
単
項
は
、「
当
該
通
知
に
お
い
て
、
当
事
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
権
を
侵
害
し
た
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
具
体
的
に
特
定
し
得
る
内
容
及
び
申
立
て
の
正
当
性
（
通
知
を
行
っ
た
本
人
の
適
格
性
）
を
確
認

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
け
の
十
分
な
内
容
が
含
ま
れ
な
い
場
合
、
通
知
は
無
効
と
す
る
」
と
規
定
す
る
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
一
条
は
、
リ
ベ

ン
ジ
ポ
ル
ノ
の
増
加
を
背
景
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
つ
い
て
、
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
内
容
か
ら
、
レ
ジ
ー
ム
に
例
外
を
設
け
る

規
定
で
あ
る）11
（

。
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、「
二
次
的
に
責
任
を
負
う
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
二
次
性
（
補
充
性
）
と
は
、

実
際
に
権
利
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
を
公
開
し
た
第
三
者
（
発
信
者
）
が
完
全
な
形
で
賠
償
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
補
充
と
し

て
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
賠
償
を
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
が
司
法
の
評
価
に
服
し
た
場
合
、
権
利
を
侵
害

す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
に
あ
た
ら
な
い
と
評
価
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
法
者
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
そ

の
責
任
を
補
充
的
な
も
の
と
し
た
と
す
る
意
見
も
あ
る）11
（

。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
と
の
異
同
は
、
同
法
二
一
条
が
、
裁
判
外
の
通
知
の
み
を
以
っ

て
、
問
題
と
な
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
責
任
を
負
い
得
る
、
と
す
る
点
に
あ
る
。

⑶　

Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
記
録
保
存
義
務

　

Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
記
録
保
存
義
務
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
三
条
以
下
に
規
定
を
置
く
。
ま
ず
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
三
条
に
お
い
て
は
、
接
続
プ
ロ
バ

イ
ダ
が
一
年
間
、
接
続
記
録
（
ア
ク
セ
ス
ロ
グ
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
て
い
る
。
接
続
記
録
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
五

条
六
号
に
お
い
て
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
の
開
始
・
終
了
日
時
、
そ
の
継
続
期
間
、
及
び
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
受
信
に
端
末
が
使

用
す
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
に
関
す
る
一
連
の
情
報
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
五
条
に
お
い
て
は
、「
法
人
格
を
有
し
、
営
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利
目
的
で
組
織
的
に
業
と
し
て
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
六
か
月
間
、
安
全
管
理
体
制
に
お
け

る
守
秘
の
も
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

他
方
で
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
七
条
は
、
同
法
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
記
録
を
保
存

し
な
い
こ
と
の
選
択
を
も
っ
て
、
第
三
者
の
利
用
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
き
、
直
ち
に
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
責
任
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
旨

定
め
る
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
記
録
」
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
五
条
八
号
に
お
い
て
、「
特
定
の
Ｉ

Ｐ
ア
ド
レ
ス
か
ら
特
定
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
し
た
日
時
に
関
す
る
一
連
の
情
報
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

保
存
及
び
開
示
の
対
象
と
な
る
記
録
に
関
し
て
は
、
学
説
及
び
裁
判
例
と
も
に
大
き
く
二
つ
に
見
解
が
割
れ
て
い
る）11
（

。
一
方
で
は
、
Ｍ
Ｃ

Ｉ
五
条
八
号
の
文
言
解
釈
に
よ
り
、
対
象
を
制
限
的
に
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
他
方
で
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
体
系
的
解
釈
に
よ
り
、
対
象
を
広
く

捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
後
者
は
、
そ
の
基
礎
を
、
特
に
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
〇
条
一
項
に
置
く
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
〇
条
本
文
は
、「
本
法
で
定
め
る
接

続
記
録
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
記
録
の
保
存
及
び
提
供
は
、
個
人
情
報
と
私
的
な
通
信
の
内
容
の
保

存
及
び
提
供
と
同
様
に
、
直
接
的
な
当
事
者
、
又
は
間
接
的
な
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
私
生
活
、
名
誉
、
及
び
肖
像
の
保
護
に
注
意

を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
〇
条
一
項
に
お
い
て
は
、「
保
存
に
責
任
を
負
う
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、

本
法
七
条
の
規
定
を
遵
守
し
、
本
章
第
四
節
が
定
め
る
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
、
本
条
本
文
に
定
め
る
記
録
の
み
を
、
又
は
当
該
記
録
と

と
も
に
、
ユ
ー
ザ
ー
・
端
末
の
特
定
の
た
め
に
資
す
る
個
人
情
報
若
し
く
は
そ
の
他
情
報
を
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
の
定
め
が
あ
る
。

か
か
る
観
点
か
ら
、
高
等
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
は
、IPv4
ア
ド
レ
ス
枯
渇
を
背
景
と
し
た
複
数
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の

共
有
状
態
を
考
慮
し
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
五
条
八
号
に
記
載
の
な
い
、
送
信
元
ポ
ー
ト
（porta�lógica�de�origem

）
に
つ
き
、
そ
の
開
示
が
、
ユ
ー

ザ
ー
の
特
定
、
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
体
や
そ
れ
に
携
わ
る
仲
介
業
者
の
公
正
な
機
能
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
保
存
・
開
示
義
務
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た）11
（

。
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⑷　

発
信
者
の
特
定
及
び
提
訴

　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
本
文
で
は
、「
利
害
関
係
者
は
、
付
随
し
た
又
は
独
立
し
た
申
立
て
と
し
て
、
民
事
又
は
刑
事
訴
訟
手
続
の
証
拠
収
集

の
目
的
で
、
記
録
を
保
存
す
る
者
に
接
続
記
録
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
記
録
の
開
示
を
命
じ
る
よ

う
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
二
二
条
単
項
に
お
い
て
は
、
当
該
申
立
て
に
は
、
違
法
行
為
が
発

生
し
た
こ
と
の
強
い
兆
候
（fundados�indícios�da�ocorrência�do�ilícito

）（
単
項
一
号
）、
調
査
（investigação

）
又
は
証
拠
調
べ
を
目
的
と

し
て
、
要
求
し
た
記
録
の
使
用
を
正
当
化
す
る
根
拠
（
二
号
）、
及
び
記
録
が
対
応
す
る
期
間
（
三
号
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
要
し
、
含
ま

れ
な
い
場
合
は
、
認
め
ら
れ
な
い
旨
定
め
る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
三
項
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に

起
因
す
る
名
誉
、
評
判
、
又
は
人
格
権
の
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
、
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ア
ク
セ
ス
不
可
と
す
る
措
置
を
求
め
る
訴
訟
は
簡
易
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定

す
る）11
（

。
も
っ
と
も
、
発
信
者
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
の
、
発
信
者
の
特
定
、
及
び
発
信
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
た
め
の
具
体
的
な

手
続
的
方
法
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い）11
（

。
こ
の
点
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
民
事
訴
訟
法）11
（

（
二
〇
一
五
年
法
律

第
一
三
一
〇
五
号
、
以
下
「
Ｃ
Ｐ
Ｃ
」
と
い
う
）
上
の
理
論
及
び
実
務
的
観
点
か
ら
、
分
析
さ
れ
て
お
り）11
（

、
次
章
で
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

四　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
発
信
者
の
特
定
及
び
提
訴
方
法

㈠　

手
続
法
の
柔
軟
な
解
釈
に
よ
る
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

１　

三
段
階
の
裁
判
手
続
に
よ
る
手
法

　

一
つ
目
は
、
三
段
階
の
裁
判
に
よ
る
も
の
で
あ
る）11
（

。
ま
ず
、
一
段
階
目
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
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セ
ス
記
録
を
取
得
す
る
た
め
の
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
作
為
義
務
の
履
行
を
目
的
と
す
る
訴
え
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
四
九

七
条
）
か
ら
始
め
、
そ
の
訴
え
に
違
法
コ
ン
テ
ン
ツ
の
緊
急
保
全
に
よ
る
削
除
仮
処
分
の
申
立
て
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
〇
条
）
を
合
わ
せ
て
行
う
。

続
い
て
、
一
段
階
目
で
明
ら
か
に
な
っ
た
発
信
者
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
等
を
含
む
ア
ク
セ
ス
記
録
を
も
と
に
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、

作
為
義
務
の
履
行
を
目
的
と
す
る
訴
え
を
提
起
し
、
保
有
す
る
発
信
者
情
報
の
開
示
を
求
め
る
。
三
段
階
目
と
し
て
、
発
信
者
に
対
す
る

本
案
請
求
を
行
う
。

２　

先
行
的
早
期
緊
急
保
全
手
続
を
用
い
た
手
法

　

二
つ
目
は
、
二
段
階
の
手
順
を
要
す
る
。
先
行
的
早
期
緊
急
保
全
（tutela�provisória�de�urgência�antecipada�em

�caráter�

antecedente

）
制
度
を
活
用
し
た
手
法
で
あ
る
。

　

先
行
的
早
期
保
全
と
は
、
民
事
保
全
手
続
の
一
種
で
あ
る
。
保
全
手
続
（tutela�provisória

）
は
、
明
白
性
に
基
づ
く
保
全
（tutela�de�

evidência

）（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
一
条
）
及
び
緊
急
保
全
（tutela�provisória�de�urgência

）
に
大
別
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
二
九
四
条
）。
緊
急
保
全
は
、

被
保
全
権
利
が
存
す
る
蓋
然
性
が
あ
り
、
損
害
の
お
そ
れ
又
は
訴
訟
の
有
効
な
結
果
に
危
険
を
及
ぼ
す
場
合
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
〇
条
本
文
）、

申
し
立
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
手
続
上
の
制
度
で
あ
り
、
さ
ら
に
二
つ
の
亜
種
に
分
類
さ
れ
る
。
一
方
が
、
先
行
的
緊
急
保
全

（tutela�provisória�de�urgência�antecipada

）
で
あ
り
、
他
方
が
予
防
的
緊
急
保
全
（tutela�provisória�de�urgência�cautelar

）
で
あ
る
。

両
者
の
異
同
に
関
し
て
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
は
明
文
上
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
者
は
、
申
立
人
の
権
利
を
暫
定
的
に
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
他
方
で
、
後
者
は
、
緊
急
の
措
置
を
介
し
て
、
申
立
人
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
手
段
を
取
得
す
る
可
能
性
を
与

え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
と
説
く
者
も
い
る）1（
（

。
も
っ
と
も
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
護
が
緊
急
性
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が

最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
、
保
護
の
形
態
が
「
先
行
的
な
（antecipada

）」
も
の
で
あ
る
か
又
は
「
予
防
的
な
（cautelar

）」

も
の
に
あ
た
る
か
の
基
準
は
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
五
条
単
項
で
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
間
に
互
換
性
を
確
立
し

た
。
先
行
的
緊
急
保
全
の
申
立
て
は
、
本
案
の
審
理
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
場
合
と
、
本
案
の
訴
え
の
提
起
と
同
時
に
行
わ
れ
る
場
合
が
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あ
る
。
後
者
が
、
先
に
述
べ
た
先
行
的
早
期
緊
急
保
全
に
あ
た
る
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
三
条
）。
三
〇
三
条
は
、
二
〇
一
五
年
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
り
創

設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
訴
訟
の
提
起
と
同
時
期
で
あ
る
場
合
、
申
立
人
は
三
〇
三
条
規
定
の
申
立
て
に
お
い
て
は
、
簡
略
化
さ
れ
た
形

で
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
原
告
が
簡
略
化
さ
れ
た
訴
状
に
よ
る
申
立
て
を
選
択
し
た
場
合
、
先
行
的
早
期
緊
急
保
全
が

認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
原
則
一
五
日
以
内
に
主
要
な
請
求
を
確
認
す
る
ほ
か
、
事
実
及
び
理
由
の
補
完
と
と
も
に
、
新
し
い
添
付
書
類
を

追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
三
条
補
項
一
）。
か
か
る
補
完
を
行
わ
な
い
場
合
、
訴
訟
は
、
本
案
の
判
決
な
く
、
無
効
と
な

る
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
三
条
補
項
二
）。
ま
た
、
保
全
を
認
め
る
た
め
の
要
素
を
欠
い
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
原
告
に
対
し
て
、
五
日
以
内

に
訴
状
を
修
正
（em

enda
）
す
る
よ
う
決
定
し
、
原
告
が
修
正
を
行
わ
な
い
場
合
、
保
全
処
分
は
認
め
ら
れ
ず
、
訴
訟
は
本
案
の
判
決
な

く
無
効
と
な
る
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
三
条
補
項
六
）。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
一
段
階
目
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
削
除
及
び
発
信
者
の
Ｉ
Ｐ
ア

ド
レ
ス
の
取
得
の
た
め
に
、
先
行
的
早
期
緊
急
保
全
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
三
条
）
を
申
し
立
て
る）11
（

。
保
全
処
分
が
認
め
ら
れ
、
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ

が
削
除
さ
れ
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
が
開
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
訴
状
へ
の
追
加
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
三
条
補
項
一
）
と
し
て
、
被
告
に
接
続
プ
ロ
バ
イ

ダ
が
記
載
さ
れ
る
と
と
も
に
、
発
信
者
の
登
録
情
報
の
開
示
か
ら
な
る
作
為
義
務
の
履
行
請
求
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
四
九
七
条
）
と
い
う
新
請
求
を
定

立
す
る）11
（

。
そ
し
て
、
二
段
階
目
と
し
て
、
発
信
者
へ
の
本
案
請
求
が
可
能
と
な
る
。
一
段
階
目
に
つ
き
、
手
続
上
の
観
点
か
ら
疑
念
が
残

る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
同
見
解
に
よ
れ
ば
、
先
行
的
早
期
緊
急
保
全
の
申
立
て
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
な

さ
れ
る
が
、
訴
状
修
正
後
は
、
相
手
方
が
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な

い
手
続
上
の
問
題
に
よ
り
、
訴
え
の
却
下
の
リ
ス
ク
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る）11
（

。

３　

事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
及
び
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
を
用
い
た
手
法

　

三
つ
目
と
し
て
は
、
事
前
の
証
拠
提
出
（produção�antecipada�de�provas
）
の
訴
え
及
び
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟

（litisconsórcio�sucessivo

）
を
活
用
し
た
手
法
で
あ
る
。
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
は
、
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
連
邦
憲
法
五
条
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三
五
号
）
に
由
来
し
、
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
の
取
得
を
目
的
と
す
る）11
（

。
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
は
、
当
該
証
拠
を
用
い
よ
う
と
す
る

証
拠
調
べ
（fase�instrutória�da�ação

）
の
段
階
よ
り
前
、
又
は
そ
の
訴
え
の
提
起
前
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
解
す
る
意
見
も
あ
る

が
）
11
（

、
後
者
の
み
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る）11
（

。
原
告
は
、
申
立
て
の
際
、
証
拠
の
性
質
、
予
め
証
拠
提
出
を
試
み
る
根
拠
、
及
び

証
拠
調
べ
の
対
象
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
二
条
）。
な
お
、
裁
判
官
は
、
証
拠
を
先
行
さ
せ
る

た
め
の
前
提
を
表
面
的
に
確
認
し
、
証
拠
の
評
価
及
び
本
案
に
つ
い
て
の
判
断
は
後
訴
に
譲
り
、
認
可
判
決
（sentença�

hom
ologatória

）
は
、
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
、
保
証
す
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）11
（

。
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
は
、
証

拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
し
、
利
害
関
係
者
が
、
裁
判
上
で
争
う
リ
ス
ク
及
び
和
解
を
介
し
た
問
題
解
決
の
利
点
を
適
切
に
評
価
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
る
訴
訟
の
削
減
と
司
法
当
局
・
当
事
者
間
の
協
力
の
促
進
を
主
要
な
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
そ
の
主

眼
を
証
拠
へ
の
権
利
の
行
使
の
保
障
に
置
く）11
（

。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
は
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
手
続
が
生
じ
得
る
前
提
を
規
定
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
訴
訟
期
間
内
に
一
定
の
事
実
の
評
価
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
に
な
る
場
合
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
一
号
）
の
ほ
か
、
二
〇

一
五
年
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
り
、
当
事
者
間
の
紛
争
の
裁
判
外
で
の
解
決
に
有
用
な
場
合
（
三
八
一
条
二
号
）、
及
び
事
実
に
関
す
る
予
め
の
認
識

に
よ
り
、
後
訴
の
提
起
を
正
当
化
し
得
る
、
又
は
回
避
し
得
る
場
合
（
三
号
）
を
加
え
た
。
同
改
正
に
よ
り
、
事
前
の
証
拠
提
出
が
、
本

案
に
対
し
て
自
立
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
り
、
遅
滞
に
お
け
る
危
険
が
な
く
と
も
可
能
に
な
っ
た
。

　

続
い
て
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
こ
の
共
同
訴
訟
形
態
は
、
明
文
に
規
定
を
置
か
ず
、
学
説

上
の
議
論
及
び
実
務
上
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
は
、
一
方
の
主
体
と
関
係
す
る
請
求
が
定
立
さ

れ
、
ま
た
、
他
方
の
主
体
と
の
関
係
で
別
の
請
求
が
定
立
さ
れ
、
両
請
求
の
間
に
先
決
関
係
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
当
事
者
複
数
訴

訟
の
一
形
態
で
あ
る
。
両
請
求
の
関
係
は
、
先
決
性
を
有
す
る
一
方
の
請
求
が
認
容
さ
れ
な
い
場
合
は
、
他
方
の
請
求
は
認
容
さ
れ
な
い

と
い
う
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る）11
（

。
た
だ
し
、
先
決
性
を
有
す
る
請
求
が
認
容
さ
れ
る
場
合
に
必
ず
し
も
他
方
の
請
求
も
認
容
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
原
告
複
数
の
場
合
は
、
同
一
の
被
告
に
対
し
て
原
告
が
そ
れ
ぞ
れ
請
求
を
定
立
し
、
被
告
複
数
の
場
合
は
、
原
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告
が
、
被
告
各
々
に
対
し
て
請
求
を
定
立
し
、
両
請
求
の
間
に
先
決
関
係
が
存
す
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
共
同
訴
訟
人
独
立
の
原
則

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
一
七
条
）
に
則
っ
た
任
意
の
共
同
訴
訟
（litisconsórcio�facultativo�sim
ples/com

um

）
で
あ
る
と
解
さ
れ
る）1（
（

。
そ
の
許
容
性
に

関
し
て
は
、
訴
訟
経
済
、
合
理
的
な
手
続
期
間
と
迅
速
な
手
続
の
完
了
（
連
邦
憲
法
五
条
七
八
号
）、
判
決
調
和
に
基
礎
を
置
く
と
考
え
ら

れ
る）11
（

。
合
理
的
な
手
続
期
間
は
、
訴
訟
に
お
け
る
適
切
な
審
理
に
十
分
と
考
え
ら
れ
る
期
間
で
、
当
事
者
に
対
し
て
有
効
な
解
決
策
を
与

え
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。
民
事
訴
訟
法
上
の
要
件
か
ら
、
共
同
訴
訟
の
許
容
性
を
検
討
す
る
と
、
主
観
的
併
合
要
件
は
、
Ｃ
Ｐ

Ｃ
一
一
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
は
、
定
立
さ
れ
る
請
求
の
先
決
関
係
を
考
慮
し
、

Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
一
三
条
二
号
に
定
め
る
「
複
数
の
案
件
の
間
に
目
的
物
又
は
請
求
原
因
の
関
連
性
が
あ
る
と
き
」
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
）
11
（

。
な
お
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
は
、
一
つ
の
訴
え
に
お
い
て
複
数
の
請
求
に
つ
い
て
審
理
及
び
判
決
を
求
め
る
形

態
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
併
合
の
要
件
と
し
て
、
単
純
併
合
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
る）11
（

。
す
な
わ
ち
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三

二
七
条
補
項
一
の
定
め
る
「
各
請
求
が
両
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」（
一
号
）、「
同
じ
裁
判
官
が
各
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
有

す
る
こ
と
」（
二
号
）
か
つ
原
則
と
し
て
「
訴
訟
手
続
の
種
類
が
す
べ
て
の
請
求
に
つ
き
適
合
し
て
い
る
こ
と
」（
三
号
）
を
要
す
る
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
一
段
階
目
と
し
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
主
観
的
連
続
的
併

合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
の
形
態
で
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
を
提
起
す
る
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
三
号）11
（

）。
そ
の
訴
え
は
、
両
プ
ロ
バ
イ
ダ

か
ら
の
必
要
な
デ
ー
タ
の
開
示
を
介
し
て
、
発
信
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る）11
（

。
発
信
者
の
特
定
後
、
二
段
階
目
と
し
て
発
信
者

に
対
し
て
本
案
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
。

４　

主
観
的
予
備
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
を
用
い
た
手
法

　

四
つ
目
は
、
主
観
的
予
備
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
（litisconsórcio�eventual

）
を
活
用
し
た
手
法
で
あ
る
。
主
観
的
予
備
的
併
合

に
基
づ
く
共
同
訴
訟
と
は
、
請
求
の
客
観
的
予
備
的
併
合
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
二
六
条
）
の
概
念
か
ら
出
発
し
、
複
数
の
請
求
に
順
位
を
付
け
、
一

方
の
主
体
と
関
係
す
る
請
求
（
主
位
的
請
求
）
が
認
容
さ
れ
る
こ
と
を
解
除
条
件
と
し
て
、
他
方
の
主
体
と
関
係
す
る
請
求
（
予
備
的
請
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求
）
の
審
理
及
び
判
決
を
求
め
る
当
事
者
複
数
訴
訟
の
一
形
態
で
あ
る）11
（

。
例
え
ば
、
原
告
複
数
の
場
合
は
、
同
一
の
被
告
に
対
し
て
、
原

告
が
そ
れ
ぞ
れ
請
求
を
定
立
し
、
被
告
複
数
の
場
合
は
、
原
告
が
複
数
の
被
告
各
々
に
対
し
て
請
求
を
定
立
し
、
請
求
の
間
で
順
位
付
け

が
な
さ
れ
る
。
主
観
的
予
備
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
は
、
任
意
で
あ
り
、
そ
の
許
容
性
の
基
礎
は
、
訴
訟
経
済
、
合
理
的
な
手
続
期

間
、
判
決
調
和
等
に
あ
る
と
解
さ
れ
る）11
（

。
さ
ら
に
、
原
告
が
、
客
観
的
に
評
価
可
能
な
疑
念
（dúvida�objetivam

ente�aferível

）
を
有
す

る
場
合
、
こ
の
共
同
訴
訟
が
有
用
で
あ
る
と
説
か
れ
る）11
（

。
客
観
的
に
評
価
可
能
な
疑
念
と
は
、
請
求
を
定
立
す
る
原
告
が
、
請
求
の
相
手

方
が
不
明
で
あ
る
等
の
事
実
状
況
や
定
立
す
べ
き
請
求
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
状
態
を
指
す
。
そ
の
上
で
、
か
か
る
状
態
に
あ
る
場

合
、
事
実
上
又
は
法
律
上
併
存
し
得
な
い
請
求
を
定
立
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
点
も
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
の
意

義
と
解
さ
れ
る
。
主
観
的
併
合
要
件
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
一
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
共
同
訴
訟
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
一
三
条
二
号

に
定
め
る
「
複
数
の
案
件
の
間
に
目
的
物
又
は
請
求
原
因
の
関
連
性
が
あ
る
と
き
」
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）（11
（

。
な
お
、
主
観
的
予

備
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
は
、
客
観
的
併
合
の
要
件
と
し
て
、「
同
じ
裁
判
官
が
各
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
」（
Ｃ

Ｐ
Ｃ
三
二
七
条
補
項
一
の
二
号
）
か
つ
原
則
と
し
て
「
訴
訟
手
続
の
種
類
が
す
べ
て
の
請
求
に
つ
き
適
合
し
て
い
る
こ
と
」（
補
項
一
の
三

号
）
を
要
す
る
が
、
一
つ
の
訴
え
に
お
い
て
複
数
の
請
求
全
て
に
つ
い
て
審
理
及
び
判
決
を
求
め
る
形
態
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

「
請
求
の
両
立
性
」
の
要
件
（
補
項
一
の
一
号
）
は
問
題
と
な
ら
な
い）（1（
（

。
さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
客
観
的
に
評
価
可
能
な
疑
念
も
、
基
本
的

な
要
件
と
解
さ
れ
て
い
る）（10
（

。

　

四
つ
目
の
手
法
に
関
し
て
は
、
単
一
の
訴
え
で
あ
る）（10
（

。
具
体
的
に
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
請

求
及
び
作
為
義
務
の
履
行
を
目
的
と
す
る
訴
え
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
四
九
七
条
）
を
提
起
し
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
取
得
及
び
コ
ン
テ
ン
ツ
の
緊
急
保
全

に
よ
る
削
除
仮
処
分
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
〇
条
）
を
合
わ
せ
て
申
し
立
て
る
。
当
該
訴
え
は
、
任
意
の
主
観
的
予
備
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟

の
形
態
を
と
り
、
不
定
の
共
同
被
告
（
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
発
信
者
）
を
伴
う
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
補
項
一
及
び
補
項
二
、
同
条
に
つ
き
、
詳
し

く
は
後
述
す
る
）。
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
は
、
発
信
者
の
登
録
情
報
の
開
示
、
発
信
者
に
対
し
て
は
、
本
案
請
求
を
行
う
。
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５　

裁
判
官
に
よ
る
措
置
を
用
い
た
手
法

　

五
つ
目
は
、
直
接
、
不
定
の
発
信
者
に
対
す
る
本
案
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
方
法）（10
（

で
あ
る
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
二
号
に
お
い
て
は
、
被

告
と
な
る
者
の
氏
名
、
婚
姻
状
況
、
住
所
等
、
被
告
を
特
定
す
る
事
項
を
訴
状
に
お
い
て
明
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
二
〇
一
五
年
の
新
法
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
補
項
一
に
お
い
て
は
、
二
号
に
規
定
の
情
報
が
定
ま
ら
な

い
場
合
、
原
告
は
、
裁
判
官
に
対
し
て
、
情
報
の
取
得
の
た
め
の
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
定
め
が
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
追

加
さ
れ
た
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
補
項
二
に
お
い
て
は
、
二
号
に
規
定
の
情
報
が
な
く
と
も
、
被
告
の
呼
出
し
が
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
訴
え

が
却
下
さ
れ
な
い
旨
定
め
が
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
提
訴
の
段
階
で
、
発
信
者
が
不
定
で
あ
る
と
い
う
問
題
へ
の
対
処
と
し
て
、
先
行
す
る
訴
訟
を
行
う
代
わ
り
に
、
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
開
示
及
び
問
題
と
な
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
削
除
仮
処
分
を
求
め
る
通
告

（ofício

）、
そ
し
て
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
発
信
者
情
報
を
開
示
す
る
よ
う
求
め
る
通
告
の
送
付
を
、
裁
判
官
に
対
し
て
要
求
す
る）（10
（

。

か
か
る
手
順
で
発
信
者
情
報
が
提
供
さ
れ
た
場
合
、
原
告
は
、
被
告
の
確
定
の
た
め
に
訴
状
を
補
正
す
る）（10
（

。

㈡　

実
務
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

以
上
で
紹
介
し
て
き
た
方
法
は
、
必
ず
し
も
実
用
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
三
段
階
の
裁
判
手
続
を
経
る
手
法
（
前
記
㈠
１
の

理
論
）
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
発
信
者
の
特
定
ま
で
に
、
二
段
階
の
手
続
を
要
す
る
こ
と
に
関
し
、
時
間
的
・
費

用
的
負
担
を
懸
念
す
る
批
判
が
あ
る）（10
（

。
さ
ら
に
、
手
続
の
期
間
が
長
期
化
す
る
一
方
で
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
記
録
保
存
義
務
の
期
間
が
最
大
一
年

間
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
発
信
者
に
対
す
る
責
任
追
及
の
上
、
損
害
を
塡
補
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る）（10
（

。
以
下
で
は
、

か
か
る
問
題
を
改
善
す
る
実
務
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
を
図
っ
た
裁
判
例
を
紹
介
す
る
。
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１　

通
常
訴
訟
手
続
に
お
け
る
訴
え
提
起
を
前
提
と
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

⑴　

サ
ン
パ
ウ
ロ
州
高
等
裁
判
所
民
事
第
五
次
法
廷
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
八
日
判
決）（10
（

に
つ
い
て

　

本
件
に
お
い
て
は
、
X1
・
X2
（
原
告
、
控
訴
人
）
が
、
動
画
共
有
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Y1
・
Y2
（
被
告
、
被
控
訴
人
）
に
対
し
て
、
同
サ

ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
第
三
者
で
あ
る
ユ
ー
ザ
ー
が
公
開
し
た
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
が
、
自
ら
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
て
、
当
該
コ
ン
テ
ン

ツ
の
削
除
、
及
び
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ
を
投
稿
し
た
ユ
ー
ザ
ー
情
報
の
開
示
等
を
求
め
た
。
ユ
ー
ザ
ー
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
一
般
登
録
身

分
証
明
書
（Registro�Geral:�RG

）、
納
税
者
番
号
（Cadastro�de�pessoas�físicas:�CPF

）、
住
所
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
、
電
話
番
号
、
及
び
電

子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
開
示
を
求
め
た
。
原
審
（
第
一
審
）
は
、
X1
・
X2
の
請
求
を
一
部
認
容
し
、
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ
の
削
除
、
及
び
当

該
コ
ン
テ
ン
ツ
を
投
稿
し
た
ユ
ー
ザ
ー
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
提
供
を
行
う
よ
う
、
Y1
・
Y2
に
命
じ
た
（
民
事
中
央
法
廷
第
三
五
民
事
部）（（1
（

二
〇

一
二
年
二
月
十
日
判
決
）。
X1
・
X2
は
、
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ
を
投
稿
し
た
ユ
ー
ザ
ー
の
特
定
の
た
め
に
は
、
裁
判
官
が
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ

に
対
し
て
、
情
報
開
示
の
た
め
の
通
告
（ofício

）
を
送
付
す
る
こ
と
で
足
り
、
原
告
に
よ
る
別
訴
の
提
起
は
不
要
で
あ
る
等
主
張
し
、
控

訴
し
た
。

　

控
訴
審
に
お
い
て
は
、「
訴
訟
経
済
及
び
訴
訟
の
迅
速
性
の
原
則
に
配
慮
し
、
訴
状
に
記
載
の
映
像
の
公
開
に
対
し
て
責
任
を
負
う
ユ

ー
ザ
ー
の
個
人
情
報
の
提
供
の
た
め
に
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
通
告
を
送
付
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
と
判
断
さ
れ
た
。
他
方

で
、
Y1
・
Y2
の
提
供
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｉ
Ｐ
番
号
に
関
わ
る
デ
ー
タ
の
取
得
の
た
め
の
説
明
書
）
に
従
い
、
通
告
を
受
け
る
べ
き
接
続
プ
ロ

バ
イ
ダ
を
特
定
す
る
の
は
X1
・
X2
の
責
任
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
X1
・
X2
が
前
記
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
り
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
特
定
に
成

功
し
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
判
決
（
訴
訟
記
録
）
を
以
っ
て
、
判
決
の
執
行
の
段
階
で
、
X1
・
X2
は
、
Y1
・
Y2
が
関
係
す
る
説
明
を
提
示

す
る
よ
う
、
申
し
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
示
し
た
。

⑵　

考　

察

　

同
判
決
は
、
訴
訟
経
済
の
原
則
、
及
び
こ
の
種
の
訴
え
が
通
常
要
求
す
る
緊
急
性
を
根
拠
と
し
、
第
三
者
に
対
す
る
通
告
を
利
用
し
た
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解
決
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
七
二
条
三
号
の
類
推
に
よ
り
、
法
的
保
護
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
見
解
が
あ
る）（（（
（

。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
七
二
条
三
号

は
、
執
行
の
実
効
性
の
確
保
を
目
的
と
し
た
、
第
三
者
に
よ
る
書
類
又
は
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
七
二
条
本
文

は
、「
裁
判
官
は
、
手
続
の
如
何
な
る
段
階
に
お
い
て
も
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
た
上
で
、
同
条
三
号
は
、「
申
立

人
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
主
体
に
対
し
て
、
合
理
的
な
期
間
を
設
定
し
、
執
行
の
目
的
に
一
般
的
に
関
係
す
る
情
報
、
さ
ら
に
、
所
有
し

て
い
る
文
書
及
び
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
よ
う
決
定
す
る
」
権
限
を
裁
判
官
に
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
被
申
立
人
の
所
得
税
申
告
の
写
し

を
提
供
す
る
よ
う
、
ブ
ラ
ジ
ル
経
済
省
連
邦
歳
入
特
別
局
（Receita�Federal�do�Brasil

）
に
通
告
す
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
執
行
の
時

点
で
、
申
立
人
の
権
利
は
、
既
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
執
行
の
実
効
性
の
担
保
と
い
う
単
一
で
排
他
的
な
目
的
の
た
め
に
、
訴
え
に

お
い
て
第
三
者
の
介
入
を
可
能
に
す
る）（（0
（

。
こ
の
点
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
通
告
の
場
合
に
お
い
て
も
、
被
害
者
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
訴
え
に
お
い
て
、
既
に
発
信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
調
査

を
完
了
す
る
た
め
に
、
第
三
者
た
る
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
情
報
開
示
の
み
を
要
す
る
と
解
釈
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
七
二
条
三
号
の
前
提
と

の
類
似
性
を
見
出
す
見
解
が
あ
る）（（0
（

。

２　

事
前
の
証
拠
提
出
手
続
の
活
用
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ

⑴�　

サ
ン
パ
ウ
ロ
司
法
区
第
二
地
域
法
廷
（
サ
ン
ト
・
ア
マ
ロ
）民
事
第
二
部）（（0
（

1011048-06.2018.8.26.0002

号
事
件）（（0
（

に
つ
い
て

　

本
件
に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
自
ら
の
肖
像
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
原
告
Ｘ
が
、
被
告
Ｙ）（（0
（

に
対
し
て
、
事
前
の
証

拠
提
出
の
訴
え
に
よ
り
、
発
信
者
情
報
の
開
示
を
求
め
、
訴
え
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
本
件
訴
状
の
受
理
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
よ

う
に
示
し
た
。

　

二
〇
一
四
年
法
律
第
一
二
九
六
五
号
二
二
条
は
、「
利
害
関
係
者
は
、
付
随
し
た
又
は
独
立
し
た
申
立
て
と
し
て
、
民
事
又
は
刑

事
訴
訟
手
続
の
証
拠
収
集
の
目
的
で
、
記
録
を
保
存
す
る
者
に
接
続
記
録
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
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セ
ス
記
録
の
開
示
を
命
じ
る
よ
う
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
る
。
ま
た
、
同
法
同
条
単
項
は
、
当
該
申
立
て

に
は
、
違
法
行
為
が
発
生
し
た
こ
と
の
強
い
兆
候
（
一
号
）、
調
査
又
は
証
拠
調
べ
を
目
的
と
し
て
、
要
求
し
た
記
録
の
使
用
を
正

当
化
す
る
根
拠
（
二
号
）、
及
び
記
録
が
対
応
す
る
期
間
（
三
号
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
要
し
、
含
ま
れ
な
い
場
合
は
認
め
ら
れ
な
い

旨
定
め
る
。
上
記
の
要
件
が
充
足
し
た
場
合
、
裁
判
官
は
、
同
法
一
三
条
及
び
一
五
条
に
規
定
す
る
、
接
続
記
録
及
び
ア
ク
セ
ス
記

録
の
提
供
を
認
め
る
。
同
法
一
三
条
に
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
の
提
供
に
お
い
て
、
安
全
管
理
体
制
に
お
け
る
守
秘
の

も
と
、
各
々
の
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
は
、
一
年
間
、
接
続
記
録
を
保
存
す
る
義
務
を
負
う
」
と
定
め
る
。
そ
の
上
、
同
条

五
項
は
、「
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
本
条
で
扱
う
記
録
の
申
立
人
に
対
す
る
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、
同
章
第
四
節
に
定
め
る

通
り
、
司
法
の
許
可
を
要
す
る
」
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
同
法
一
五
条
は
、「
法
人
格
を
有
し
、
営
利
目
的
で
組
織
的
に
業
と
し
て

行
う
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
六
か
月
間
、
安
全
管
理
体
制
に
お
け
る
守
秘
の
も
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。
そ
の
上
、
同
条
三
項
は
、「
い
か
な
る
場
合
に
お

い
て
も
、
本
条
で
扱
う
記
録
の
申
立
人
に
対
す
る
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、
同
章
第
四
節
に
定
め
る
通
り
、
司
法
の
許
可
を
要
す
る
」

と
規
定
す
る
。
本
件
に
お
い
て
、
訴
状
に
記
載
の
記
録
の
提
供
を
基
礎
と
す
る
当
該
申
立
て
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
本
文
の
前
提
に

完
全
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
法
三
八
一
条
は
、
訴
訟
期
間
内
に
一
定
の
事
実
の
評
価
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
に
な
る
場

合
（
一
号
）、
当
事
者
間
の
紛
争
の
裁
判
外
で
の
解
決
に
有
用
な
場
合
（
二
号
）、
及
び
事
実
に
関
す
る
予
め
の
認
識
に
よ
り
、
訴
訟

の
提
起
を
正
当
化
し
得
る
、
又
は
回
避
し
得
る
場
合
（
三
号
）
に
、
事
前
の
証
拠
提
出
が
認
め
ら
れ
る
旨
定
め
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
お
い
て
名
誉
を
侵
害
し
た
者
が
確
か
で
な
い
と
認
め
た
な
ら
ば
、
最
終
的
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
者
の
特
定
を
可
能
に

す
る
た
め
に
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
た
め
の
特
別
な
訴
訟
手
続
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム

の
管
理
者
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
も
と
に
あ
る
デ
ー
タ
の
守
秘
の
解
除
を
認
め
る
た
め
の
、

裁
判
官
に
よ
る
法
的
要
件
の
評
価
の
み
に
向
け
ら
れ
た
非
争
訟
的
な
手
続
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
訴
訟
手
続
及
び
被
告
に
対
し
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て
作
為
義
務
を
課
す
、
責
任
追
及
の
た
め
の
請
求
の
審
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
手
続
で
は
な
い
。
以
上
よ
り
、
当
該
訴
訟
手
続
を
、

事
前
の
証
拠
提
出
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
以
下
）
に
よ
る
手
続
に
変
更
す
る
。

　

裁
判
所
は
、
Ｘ
に
対
し
て
、
法
定
の
延
長
不
可
の
一
五
日
の
期
間
内
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
二
一
条
）
で
、
提
供
を
求
め
る
記
録
が
対
応
す
る
期
間

（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
単
項
三
号
）
を
示
す
た
め
に
、
訴
状
の
補
正
を
命
じ
、
補
正
を
行
わ
な
い
場
合
、
当
該
訴
え
は
無
効
と
な
る
旨
示
し
た
。

Ｘ
の
訴
状
の
補
正
後
、
訴
状
に
記
載
の
発
信
者
情
報
の
記
録
開
示
の
た
め
に
、
一
五
日
の
期
間
内
で
Ｙ
の
呼
出
し
を
命
じ
る
と
と
も
に
、

三
八
二
条
四
項
の
定
め
に
よ
り
、
防
御
（
反
論
）
が
認
め
ら
れ
な
い
旨
示
し
た
。
そ
の
後
、
事
前
の
証
拠
提
出
が
認
可
さ
れ
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三

八
二
条
本
文
の
通
り
、
一
か
月
の
間
、
利
害
関
係
者
に
よ
る
複
製
や
証
明
書
の
発
行
の
た
め
に
、
文
書
保
管
所
に
当
該
訴
訟
記
録
を
保
存

す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
一
方
当
事
者
に
よ
る
訴
訟
費
用
及
び
弁
護
士
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
争
訟
性
の
不
存
在
を
理
由
と

し
て
、
証
拠
の
事
前
の
提
出
手
続
に
適
さ
な
い
も
の
と
示
し
た
。

⑵　

民
事
中
央
法
廷
民
事
第
三
三
部1121983-76.2019.8.26.0100

号
事
件）（（0
（

に
つ
い
て

　

本
件
は
、
原
告
Ｘ
が
、
Y1
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
）
及
び
Y2
（
訴
訟
提
起
時
は
不
定
の
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
）
を
共
同
被
告
と
し
、

権
利
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
の
投
稿
者
の
発
信
者
情
報
の
開
示
を
求
め
て
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
の
形
態
に
お
い
て
、
事

前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
訴
状
の
受
理
に
お
い
て
、
Ｘ
は
、「
権
利
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
の
投
稿
に
よ
り
被
害
を

受
け
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
適
切
な
申
立
て
を
行
う
た
め
に
は
、
当
該
投
稿
を
行
っ
た
者
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
遅
延
は
、

申
立
て
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
及
び
損
害
の
塡
補
が
困
難
に
な
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
緊
急
保
全
処
分
及
び
明
白
性

に
基
づ
く
保
全
処
分
を
認
め
る
」
と
し
た
。
裁
判
所
は
、
Y1
に
対
し
、
一
〇
日
以
内
に
、
自
ら
及
び
グ
ル
ー
プ
会
社
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に

あ
る
、
訴
状
に
記
載
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
関
係
す
る
接
続
記
録
を
添
付
書
類
と
し
て
提
供
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
上
で
、
Ｘ
に
対
し
て
当

該
通
告
の
写
し
を
、
訴
状
の
写
し
と
と
も
に
、
一
〇
日
以
内
で
送
付
し
、
法
定
の
期
間
内
で
答
弁
を
行
う
た
め
に
Y1
を
呼
び
出
す
よ
う
命
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じ
た
。

⑶　

考　

察

　

事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
の
手
続
は
、
通
常
訴
訟
手
続
と
比
し
て
、
原
則
と
し
て
、
反
論
及
び
上
訴
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、
略
式

の
手
続
で
あ
る）（（0
（

。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
二
条
四
項
に
お
い
て
は
、
申
立
人
に
よ
り
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
の
提
出
の
全
部
を
却
下
す
る
決
定
に
対

す
る
も
の
を
除
き
、
反
論
又
は
上
訴
を
認
め
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
学
説
に
お
い
て
は
、
手
続
上
の
平
等
の
原
則
（princípio�

da�isonom
ia�processual

）、
当
事
者
対
等
及
び
広
範
な
防
御
の
原
則
（princípios�do�contraditório�e�da�am

pla�defesa

）、
二
段
階
の
管
轄

権
の
原
則
（princípio�do�duplo�grau�de�jurisdição

）
を
考
慮
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
二
条
四
項
の
解
釈
は
、
緩
や
か
か
つ
体
系
的
に
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る）（（0
（

。
か
か
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
二
条
四
項
は
、（
証
拠
を
評
価
す
る
）
最
終
的
及
び
将
来
的
な

訴
え
の
理
非
に
関
す
る
議
論
の
禁
止
の
み
に
言
及
し
て
い
る
た
め
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
許
容
性
及
び
適
法
性
を
扱
う
反
論
と
上
訴
は
認

め
ら
れ
る
と
す
る）（01
（

。
反
論
に
関
し
て
、
一
部
の
学
説
は
、
実
体
法
上
の
権
利
を
含
む
本
案
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

被
告
は
、
公
序
良
俗
や
手
続
的
・
形
式
的
な
問
題
（
当
事
者
適
格
、
訴
え
の
利
益
、
証
拠
方
法
の
不
適
切
性
等
）
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
被
告
は
、「
同
一
の
手
続
き
に
お
い
て
、
同
一
の
事
実
に
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
証
拠
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
」
が
で
き
る
（
三
八
二
条
三
項
）。
こ
の
「
事
実
」
と
い
う
用
語
を
広
く
解
釈
し
、「
争
訟
性
が
あ
る
こ
と
に
関
す
る
同
一
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
（m

esm
o�episódio�da�vida�em

�torno�do�qual�houve�litígio

）」
や
同
一
の
法
律
関
係
を
取
り
巻
く
問
題
と
解
す
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
見
解
が
あ
る）（0（
（

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
被
告
は
、
原
告
が
証
拠
の
提
出
の
対
象
と
す
る
事
実
と
は
異
な
る
事
実
を
対
象
と
す
る

証
拠
の
提
出
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
点
で
、
事
実
上
の
防
御
を
認
め
る
。
上
訴
に
関
し
て
、
当
該
手
続
に
お
い
て
は
、
提
出
さ

れ
た
要
素
が
裁
判
の
証
拠
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
証
す
る
決
定
、
又
は
証
拠
の
提
出
の
全
部
を
認
め
な
い
決
定
は
、
判
決
の
性
格
を
有

し
、
控
訴
（recurso�de�apelação

）
の
対
象
と
な
る
。
他
方
で
、
一
部
又
は
全
部
の
証
拠
の
提
出
を
認
め
る
決
定
は
、
審
理
の
終
結
以
前

で
あ
る
の
で
、
中
間
決
定
（decisão�interlocutória

）
の
性
格
を
有
し
、
不
服
申
立
て
（agravo�de�instrum

ento

）
の
対
象
と
な
る）（00
（

。
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審
理
に
関
し
て
も
、
裁
判
官
は
、
証
拠
を
先
行
さ
せ
る
た
め
の
前
提
を
表
面
的
に
確
認
し
、
事
実
の
存
否
や
そ
の
法
的
効
果
に
つ
い
て

の
判
断
を
し
な
い
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
二
条
二
項
）
と
い
う
点
で
、
略
式
の
審
理
が
展
開
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
提
出
さ
れ
る
証
拠
に
対
し
て
、

裁
判
官
は
評
価
を
加
え
ず
、
当
該
訴
え
の
判
決
は
、
単
に
、
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
認
可
し
、
保
証
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て

い
る
。
提
出
さ
れ
る
証
拠
が
評
価
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
証
拠
が
提
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
証
拠
の
対
象
と
す
る
事
実
の
存
在
、
許
容
性
、
及
び
真
実
性
に
つ
い
て
の
確
信
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（00
（

。

　

事
案
（
１
）
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
単
項
各
号
の
充
足
を
開
示
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
他
方
で
、
事
案
（
２
）
に
関
し
て
は
、

開
示
仮
処
分
の
決
定
を
開
示
根
拠
と
し
て
い
る
。
両
者
は
と
も
に
、
発
信
者
情
報
の
開
示
を
目
的
と
し
た
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
作
為
義
務
の

履
行
を
目
的
と
す
る
訴
え
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
四
九
七
条
）
で
は
な
く
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
規
定
の
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
を
活
用
し
て
い
る
。
先

に
述
べ
た
通
り
、
事
前
の
証
拠
提
出
は
、
通
常
手
続
と
比
し
て
、
略
式
の
手
続
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
開
示
が
判
決
に
よ
ら
ず
、
中
間
決
定

の
性
質
を
有
す
る
開
示
判
断
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。

　

事
案
（
２
）
に
関
し
て
は
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
の
形
態
に
お
い
て
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
を
提
起
し
て
い

る
。
訴
状
の
受
理
に
際
し
て
、
Y1
に
対
し
て
、
開
示
仮
処
分
の
決
定
に
よ
り
、
発
信
者
情
報
の
開
示
を
求
め
る
通
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
件
は
、
そ
の
後
、
Y1
に
よ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
決
定
内
容
の
明
確
化
を
求
め
る
異
議
申
立
て
の
後
、
未
だ
係
属
中
で
あ
り
、
実
際
の
開

示
の
存
否
や
発
信
者
情
報
の
具
体
的
な
開
示
対
象
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い）（00
（

。
も
っ
と
も
、
当
該
共
同
訴
訟
の
形
態
に
従
え
ば
Y1

（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
）
に
係
る
審
理
及
び
執
行
を
前
提
と
し
て
、
Y2
（
Y1
に
よ
る
情
報
の
開
示
に
よ
り
、
特
定
さ
れ
た
接
続
プ
ロ
バ

イ
ダ
）
に
係
る
審
理
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
Y2
に
よ
る
情
報
開
示
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
の
申
立
て
に
よ
る
が
、
再
び
仮
処
分

の
決
定
に
よ
り
な
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
〇
〇
条
に
よ
れ
ば
、
緊
急
保
全
処
分
（
仮
処
分
）
は
、
被
保
全
権
利

が
存
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
、
か
つ
損
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
又
は
訴
訟
の
有
効
な
結
果
に
危
険
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
発
信
者
情
報
開
示
後
の
原
状
回
復
の
困
難
性
を
鑑
み
、
開
示
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
か
か
る
場
合
は
、
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事
案
（
２
）
と
同
様
に
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
単
項
各
号
の
要
件
が
考
慮
さ
れ
、
充
足
す
る
場
合
、
開
示
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
推
察
す
る
。

五　

比
較
検
討

㈠　

提
訴
を
容
易
に
す
る
方
法
の
検
討

　

本
節
に
お
い
て
は
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
制
度
の
改
善
の
方
策
に
つ
い
て
、
比
較
検
討
す
る
。
方
策
の
類
型
と
し
て
は
、
第
一
に
、

「
開
示
手
続
を
前
置
せ
ず
、
い
き
な
り
本
案
請
求
訴
訟
の
提
起
を
求
め
る
方
途）（00
（

」、
第
二
に
、「
開
示
手
続
を
本
案
請
求
訴
訟
に
前
置
す
る

独
立
の
手
続
と
す
る
現
在
の
方
法
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
当
該
開
示
手
続
を
簡
易
化
・
迅
速
化
す
る）（00
（

」
方
途
が
あ
る
。
本
節
の
構
成
と
し

て
は
、
ま
ず
、
第
一
の
類
型
に
関
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
理
論
（
前
記
四
㈠
５
）
を
参
考
に
、
現
状
制
度
に
お
け
る
解
釈
論
的
検
討
を
加
え

る
。
続
い
て
、
第
二
の
類
型
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
裁
判
例
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
前
記
四
㈡
）
を
踏
ま
え
、
日
本
に
お
け
る
新
た
な

発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
構
築
に
向
け
た
検
討
を
加
え
る
。
な
お
、
日
本
に
お
い
て
は
、
近
時
、
発
信
者
情
報
の
開
示
を
一
つ
の
手
続
で

行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
新
た
な
裁
判
手
続
」（
以
下
、「
非
訟
手
続
案
」
と
い
う
）
の
創
設
を
含
む
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損

害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
七
号
）
が
成
立
し
た）（00
（

。
本

稿
に
お
い
て
は
、
非
訟
手
続
案
の
提
言
を
行
っ
た
、
発
信
者
情
報
開
示
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
に
お
け
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
後
述

す
る
。

１　

情
報
非
開
示
の
ま
ま
本
案
請
求
の
可
能
性

　

以
下
で
検
討
す
る
の
は
、
開
示
手
続
を
ス
キ
ッ
プ
し
た
本
案
請
求
を
可
能
に
す
る
、
匿
名
訴
訟
の
構
想
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
「
匿

名
訴
訟
」
の
概
念
に
つ
き
、「
本
案
訴
訟
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
発
信
者
を
被
告
と
し
て
特
定
し
な
い
ま
ま
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
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め
る
制
度）（00
（

」
を
匿
名
訴
訟
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
分
類
と
し
て
、「
訴
訟
手
続
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
一
貫
し
て
匿
名
で

訴
訟
手
続
を
追
行
す
る
も
の）（00
（

」
を
狭
義
の
匿
名
訴
訟
、「
提
訴
時
に
は
匿
名
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
手
続
終
了
ま
で
に
当
事
者
が
特
定
さ
れ

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の）（01
（

」
を
広
義
の
匿
名
訴
訟
と
す
る
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
（
前
記
四
㈠
５
）、
原
則
、
訴
状
に
お
い
て
当
事
者
を
特
定
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が

ら
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
二
号
）、
裁
判
官
に
対
し
、
情
報
の
取
得
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
同
条
補
項
一
）
及

び
被
告
の
呼
出
し
が
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
訴
え
が
却
下
さ
れ
な
い
こ
と
（
同
条
補
項
二
）
の
定
め
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
二
一
条

に
は
、
訴
状
に
お
け
る
記
載
事
項
を
定
め
た
三
一
九
条
各
号
規
定
の
要
件
を
具
備
し
な
い
場
合
等
に
、
裁
判
官
が
、
原
告
に
対
し
て
訴
状

を
補
正
す
る
よ
う
命
ず
る
と
の
定
め
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
被
告
が
不
定
で
あ
る
こ
と
を
以
っ
て
訴
状
を
却
下

す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
被
告
を
特
定
の
上
で
、
訴
訟
手
続
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
分
類
と
し
て
は
、
広
義
の
匿
名
訴
訟
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
が
可
能
と
解
さ
れ
る
。
前
記
四
㈠
５
で
紹
介
し
た
理
論
に
よ
れ
ば
、
訴
え
の
提
起
後
、
被
害
者
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
の
発
信
者
情

報
の
開
示
に
よ
り
、
被
告
た
る
発
信
者
が
特
定
さ
れ
た
場
合
、
訴
状
を
補
正
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
理
論
の
実
務
上
の

活
用
例
は
発
見
に
至
ら
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
三
一
九
条
補
項
一
に
基
づ
く
情
報
収
集
の
た
め
の
通
告
の
送
付
に
よ
っ
て
、
公
的
又
は
民

間
組
織
の
協
力
を
求
め
る
具
体
的
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
国
家
法
務
審
議
会
（Corregedoria�N

acional�de�Justiça:�CN
J

）
に
よ
る
二
〇
一

七
年
規
則
第
六
一
号
五
条
が
注
目
に
値
す
る
。
同
規
則
五
条
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
市
民
情
報
登
記
セ
ン
タ
ー
（Central�N

acional�de�

Inform
ações�do�Registro�Civil:�CRC

）
の
情
報
を
用
い
た
り
、
連
邦
歳
入
特
別
局）（0（
（

及
び
高
等
選
挙
裁
判
所
（T

ribunal�Superior�

Eleitoral

）
へ
情
報
の
提
供
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
は
、
被
告
に
関
す
る
部
分

的
な
情
報
の
保
持
か
ら
出
発
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る）（00
（

。
例
え
ば
、
住
所
を
用
い
て
電
力
会
社
か
ら
氏
名
を
取
得
し
た
り
、
氏
名
を
用
い
て

選
挙
裁
判
所
で
Ｃ
Ｐ
Ｆ
と
住
所
を
取
得
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る）（00
（

。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
補
項
一
に
お
い
て
、
訴
状
の
記
載
事
項
の
一
部
が

不
明
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、
そ
の
不
備
を
補
う
た
め
の
裁
判
所
の
作
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
状
の
提
出
段
階
に
お
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い
て
、
訴
状
の
記
載
事
項
た
る
被
告
の
情
報
を
全
く
持
た
な
い
と
い
う
前
提
で
、
裁
判
所
の
通
告
の
み
を
以
っ
て
、
た
だ
ち
に
プ
ロ
バ
イ

ダ
に
よ
る
情
報
提
供
が
な
さ
れ
る
と
い
う
理
論
は
、
そ
の
前
提
を
異
に
す
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
補
項
一
は
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ

ス
の
保
障
を
そ
の
趣
旨
と
し
て
い
る
と
こ
ろ）（00
（

、
仮
に
、
裁
判
所
の
措
置
に
よ
る
開
示
が
行
わ
れ
な
く
と
も
、
被
害
者
は
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対

し
て
情
報
提
供
を
求
め
る
手
立
て
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
定
情
報
を
開
示
さ
れ
る
発
信
者
の
権
利
利
益
を
考
慮
し
て
、
そ
の
保

障
が
ど
こ
ま
で
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
か
に
は
疑
念
が
残
る
。
他
方
で
、
仮
に
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
通
告
の
前
に
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二

二
条
単
項
各
号
の
記
録
開
示
の
た
め
の
要
件
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
、
と
推
察
す
る
。
も
っ
と
も
、
当
該
理
論
は
、
発
信
者
情
報

開
示
手
続
及
び
本
案
請
求
訴
訟
を
別
箇
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
本
案
請
求
訴
訟
に
前
置
す
る
開
示
判
断
が
行
わ
れ
る
可
能
性
を
示

唆
す
る
も
の
と
言
え
、
被
害
者
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
民
事
訴
訟
制
度
は
、
被
告
の
特
定
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
仮
に
、
発
信
者
が
非
開
示
の
た
め
不
明
の
場
合
、

民
事
訴
訟
法
（
以
下
、「
民
訴
」
と
い
う
）
一
三
三
条
二
項
一
号
の
必
要
的
記
載
が
な
い
も
の
と
し
て
、
訴
状
は
却
下
さ
れ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル

の
よ
う
に
広
義
の
匿
名
訴
訟
及
び
発
信
者
情
報
開
示
を
組
み
合
わ
せ
た
手
法
の
実
現
を
考
え
る
な
ら
ば
、
前
提
と
し
て
被
告
が
匿
名
で
あ

る
訴
え
自
体
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
訴
状
の
送
達
は
留
保
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
原
告
（
被
害
者
）
及
び
プ
ロ
バ
イ
ダ
間
で

の
開
示
手
続
を
行
う
、
と
い
う
制
度
設
計
が
考
え
ら
れ
る）（00
（

。
裁
判
所
が
開
示
要
件
の
充
足
を
認
め
な
い
場
合
は
、
訴
状
が
送
達
で
き
な
い

の
で
、
留
保
し
て
い
た
訴
状
が
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
民
訴
一
三
八
条
二
項
）。
他
方
で
、
裁
判
所
が
開
示
要
件
の
充
足
を
認
め
る
と

き
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
発
信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
、
訴
状
に
補
正
す
る
な
ど
し
て
、
訴
状
の
送
達
を
行
い
、
通
常
の
訴
訟
手
続
を
行

う
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
方
策
の
亜
型
と
し
て
、
提
訴
前
の
証
拠
収
集
手
続
を
拡
大
し
、
本
案
請
求
訴
訟
提
起
前
に
発
信
者
情
報
開
示
手
続

を
前
置
さ
せ
る
と
い
う
制
度
的
対
応
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。
か
か
る
構
想
は
、
本
案
請
求
訴
訟
提
起
前
に
、「
原
告
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
間

で
開
示
要
件
に
つ
い
て
争
い
、
発
信
者
情
報
が
開
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
き
原
告
が
訴
状
を
作
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）（00
（

」。
も
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っ
と
も
、
提
訴
前
証
拠
収
集
手
続
は
、
主
と
し
て
「
係
属
後
の
審
理
の
基
礎
と
な
る
事
実
資
料
を
充
実
さ
せ
、
ま
た
当
事
者
間
の
自
主
的

な
争
点
整
理
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
正
、
か
つ
、
迅
速
な
審
理
を
実
現
す
る）（00
（

」
た
め
の
手
続
で
あ
る
。
ま
た
、
訴
え
の
提
起
前
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
方
当
事
者
か
ら
証
拠
収
集
を
可
能
に
す
る
に
は
、
そ
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、

そ
の
根
拠
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
提
訴
予
告
通
知
（
民
訴
一
三
二
条
の
二
）
に
よ
り
、
予
告
通
知
者
と
被
予
告
通
知
者
の
間
で
、「
訴

訟
係
属
に
準
じ
る
状
態
…
（
中
略
）
…
が
発
生
し
、
そ
の
効
果
と
し
て
訴
え
提
起
に
必
要
な
事
実
資
料
を
収
集
す
る
権
能
が
認
め
ら
れ）（00
（

」

る
と
解
さ
れ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
被
予
告
通
知
者
た
る
べ
き
発
信
者
に
対
し
て
、
提
訴
予
告
通
知
な
く
、
第
三
者
た
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
開

示
の
協
力
を
求
め
る
手
続
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
か
は
疑
念
が
残
る
と
す
る
考
え
も
あ
る）（00
（

。
ま
た
、
現
状
の
証
拠
収
集
は
、
第
三
者
と

の
関
係
で
、「
証
拠
の
所
持
者
に
対
し
て
強
制
力
を
及
ぼ
す
も
の
を
避
け
、
相
手
方
な
ど
の
協
力
が
得
ら
れ
る
範
囲
で）（01
（

」
行
わ
れ
る
と
い

う
任
意
性
が
あ
り
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
開
示
を
強
制
す
る
構
想
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。

２　

開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化

⑴　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
方
策
の
検
討

　

以
上
で
は
、
情
報
非
開
示
の
ま
ま
本
案
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
方
策
を
検
討
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
本
案
か
ら
独
立
し
た
開
示
手
続

の
前
置
を
維
持
し
、
そ
の
手
続
を
簡
易
・
迅
速
化
す
る
方
策
を
検
討
す
る
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
日
本
と
同
様
に
、
本
案
訴
訟
を
提
起
す
る
前
に
通
常
は
二
段
階
の
裁
判
手
続
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
一
つ
目
の

裁
判
例
（
前
記
四
㈡
１
）
の
よ
う
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
開
示
判
決
を
も
っ
て
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し

て
も
発
信
者
情
報
の
開
示
の
た
め
の
通
告
が
な
さ
れ
る
旨
示
し
て
い
る
裁
判
例
が
あ
る
。
こ
の
方
策
（
以
下
、「
方
策
一
」
と
い
う
）
に
よ
れ

ば
、
被
害
者
は
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
別
訴
の
提
起
を
要
さ
ず
、
本
案
請
求
訴
訟
の
提
起
の
前
に
、
一
回
の
訴
訟
で
済
む
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
二
つ
目
及
び
三
つ
目
の
裁
判
例
（
前
記
四
㈡
２
）
の
よ
う
に
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
を
本
案
請
求
訴
訟
に
前
置
す
る

方
策
が
あ
る
（
以
下
、「
方
策
二
」
と
い
う
）。
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
は
、
独
立
し
た
訴
え
の
性
質
を
持
つ
が
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
通
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常
の
訴
訟
手
続
に
比
し
て
、
略
式
の
手
続
で
あ
り
、
開
示
判
断
は
、
判
決
に
前
置
す
る
決
定
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
三
つ
目
の

裁
判
例
の
よ
う
に
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
に
お
い
て
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
の
形
態
を
と
る
こ
と
（
以
下
、「
方

策
三
」
と
い
う
）
で
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
情
報
開
示
を
前
提
と
し
て
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
保
有
す
る
発
信
者
情
報

に
つ
い
て
も
開
示
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

か
か
る
方
策
の
間
の
異
同
と
し
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
が
定
め
る
と
こ
ろ
の
裁
判
所
の
記
録
開
示
命
令
の
た
め
の
申
立
て
の
法
的
性
質
に

注
目
し
て
み
た
い
。
方
策
一
に
お
い
て
は
、
当
該
申
立
て
は
、
通
常
訴
訟
手
続
に
お
け
る
開
示
請
求
と
し
て
の
性
質
を
有
し
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二

二
条
単
項
各
号
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
開
示
義
務
を
負
わ
せ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
機
能
す
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
で
、
方
策
二
及
び
三
に

よ
れ
ば
、
通
常
訴
訟
手
続
で
開
示
請
求
を
行
う
方
式
の
併
存
の
可
能
性
は
別
と
し
て
、
当
該
申
立
て
は
、
訴
訟
上
の
情
報
取
得
制
度
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
単
項
各
号
は
、
開
示
命
令
（
決
定
）
の
要
件
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
方
策
の
間
の
共
通
点
と
し
て
、
方
策
一
及
び
方
策
三
に
よ
れ
ば
、
同
一
手
続
に
お
い
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ

バ
イ
ダ
及
び
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
発
信
者
情
報
の
開
示
が
可
能
と
な
る
と
い
う
点
が
あ
り
、
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
に
資
す
る
も
の

と
な
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
に
お
い
て
現
行
法
で
採
用
さ
れ
た
の
は
、
立
案
当
時
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
負
担
を
考
慮
し
、
消
極
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
実
体

法
上
の
請
求
権
の
創
設
で
あ
っ
た
。
か
か
る
方
策
は
、
通
常
訴
訟
で
請
求
す
る
方
式
を
予
定
す
る
点
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
方
策
一
と

類
似
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
日
本
の
立
案
過
程
に
お
け
る
発
信
者
情
報
開
示
の
議
論
を
振
り
返
る
に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限

法
制
定
の
基
礎
と
な
っ
た
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
の
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
流
通
の
適
正
確
保
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書）（0（
（

」
に
お
い

て
は
、「
裁
判
所
が
非
訟
的
に
開
示
の
妥
当
性
を
判
断
し
て
許
可
を
出
し
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
被
害
者
が
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
発
信
者
情
報
開

示
を
求
め
る
案）（00
（

」
及
び
「
発
信
者
の
利
害
を
代
弁
す
る
機
関
が
発
信
者
情
報
開
示
請
求
訴
訟
の
被
告
と
な
る
案）（00
（

」
が
示
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ジ

ル
の
方
策
二
及
び
三
は
、
前
者
の
案
と
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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方
策
一
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
開
示
請
求
の
認
容
判
決
を
根
拠
と
し
て
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
情
報
開
示

の
執
行
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
方
策
一
の
日
本
へ
の
導
入
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
各
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
一
般
に
保
有
す
る

情
報
の
性
質
の
異
同
及
び
後
述
す
る
発
信
者
の
手
続
保
障
の
観
点）（00
（

か
ら
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す

る
開
示
判
断
を
同
等
に
扱
う
こ
と
が
適
切
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
保
有
す
る
情
報
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ

ロ
バ
イ
ダ
に
比
し
て
、
住
所
及
び
氏
名
な
ど
秘
匿
性
が
高
い
と
さ
れ
る
情
報
を
含
む
場
合
が
多
い
。
さ
ら
に
、
両
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
と
り
得

る
発
信
者
に
対
す
る
連
絡
手
段
も
異
な
る
た
め）（00
（

、
適
切
な
意
見
照
会
を
行
い
、
開
示
手
続
に
反
映
す
る
と
い
う
手
続
保
障
を
行
う
た
め
に
、

コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
発
信
者
の
手
続
保
障
を
も
っ
て
十
分
だ
と
す
る
積
極
的
な
理
由
が
な
い
。
こ
の
点
、
両
プ
ロ
バ
イ
ダ
に

記
録
保
存
義
務
を
課
し
、
そ
の
上
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
間
で
、
発
信
者
に
対
す
る
統
一
的
な
連

絡
手
段
を
確
立
す
る
な
ど
の
質
的
な
担
保
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
問
題
に
一
定
の
対
処
が
可
能
だ
と
解
す
る
。
そ
の
場
合
、
プ

ロ
バ
イ
ダ
の
負
担
の
増
加
を
考
慮
す
る
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
に
、
記
録
保
存
義
務
の
対
象
と
な
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
限
定
す
る
こ
と
、
具

体
的
な
保
存
期
間
を
設
け
る
こ
と
で
対
応
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る）（00
（

。

　

続
い
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
の
申
立
て
を
訴
訟
上
の
情
報
取
得
制
度
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
方
策
二
及
び
三
の
導
入
可
能
性

を
検
討
す
る
。
日
本
に
お
け
る
実
体
法
上
の
開
示
請
求
権
に
関
し
て
、「
一
般
義
務
化
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
上
の
文
書
提
出
義
務
の
基
礎

に
あ
る
真
実
解
明
に
協
力
す
る
義
務
と
共
通
す
る
性
質
を
有
す
る）（00
（

」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
請
求
権
の
創
設
に
関
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　

民
事
訴
訟
を
提
起
で
き
れ
ば
、
権
利
者
は
第
三
者
で
あ
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
文
書
提
出
命
令
等
に
よ
り
、
発
信
者
の
情
報
を

得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
発
信
者
不
明
の
ま
ま
被
告
と
し
て
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た

め
、
上
記
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
立
法
当
時
は
、
訴
え
提
起
前
の
証
拠
収
集
手
続
も
存
し
な
か
っ
た
こ
と
か
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ら
、
独
立
し
た
実
体
法
上
の
権
利
と
し
て
発
信
者
情
報
開
示
請
求
権
を
定
め
た
も
の
で
あ
る）（00
（

。

　

こ
の
点
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
制
定
後
の
改
正
民
訴
法
に
お
け
る
、
訴
え
提
起
前
の
証
拠
収
集
手
続
の
拡
充
に
よ
る
対
応
可
能
性

に
関
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
（
前
記
五
㈠
１
）、
第
三
者
た
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
強
制
力
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ

ラ
ジ
ル
の
方
策
二
及
び
三
は
、
本
案
請
求
訴
訟
は
提
起
前
で
あ
る
が
、
開
示
手
続
は
、
被
害
者
及
び
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
当
事
者
と
す
る
、
あ

く
ま
で
独
立
し
た
訴
え
で
あ
り
、
そ
の
中
に
開
示
決
定
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
強
制

力
は
問
題
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
提
訴
前
証
拠
収
集
手
続
に
お
い
て
提
訴
前
予
告
通
知
、
ま
た
、
文
書
提
出
命
令
の
前
提
と
し
て
（
本
案

請
求
）
訴
訟
の
提
起
を
要
す
る
現
状
に
お
い
て
は
、
方
策
二
及
び
三
の
よ
う
な
本
案
請
求
訴
訟
か
ら
独
立
し
た
手
続
の
設
計
は
、
立
法
に

よ
る
ほ
か
な
い
。
さ
ら
に
、
現
行
法
上
の
発
信
者
情
報
開
示
請
求
制
度
と
の
間
の
調
整
も
要
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
。

　

か
か
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
（
特
に
も
、
方
策
三
）
を
踏
ま
え
て
、
日
本
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
手
続
か
つ
決
定
手
続
に
よ
り
、
発
信
者
の

特
定
を
完
結
さ
せ
る
仕
組
み
を
構
築
で
き
な
い
か
、
検
討
す
る
。
こ
の
点
、
非
訟
手
続
の
活
用
は
、
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
を
図
る
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、
柔
軟
な
制
度
設
計
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
二
〇
二
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
、
発
信
者
情
報
開
示
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会

は
、
同
年
一
二
月
の
最
終
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
、
非
訟
手
続
の
創
設
に
関
す
る
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
、
概
説
す
る
。

⑵　

非
訟
手
続
案
の
概
要

　

発
信
者
情
報
開
示
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月
公
表
の
中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
「
非
訟
手
続
等
と
し
て
被

害
者
か
ら
の
申
立
て
に
よ
り
裁
判
所
が
発
信
者
情
報
の
開
示
の
適
否
を
判
断
・
決
定
す
る
仕
組
み
（
新
た
な
裁
判
手
続
）
を
創
設
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
創
設
の
可
否
を
含
め
て
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る）（00
（

」
と
し
た
。
二
〇
二
〇
年
一
二
月
の
最
終
と
り
ま
と
め
に
お

い
て
は
、「
現
行
法
上
の
開
示
請
求
権
を
存
置
し
、
こ
れ
に
『
加
え
て
』
非
訟
手
続
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
非
訟
手
続

の
具
体
的
な
制
度
設
計
を
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る）（01
（

」
と
し
て
い
る
。
具
体
的
な
制
度
設
計
と
し
て
は
、
同
一
の
手
続
内
で
発
信
者
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の
特
定
を
完
結
す
る
と
と
も
に
、「
特
定
の
ロ
グ
を
迅
速
に
保
全
で
き
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る）（0（
（

」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当

該
手
続
の
中
に
、
三
つ
の
命
令
を
位
置
づ
け
る
方
法
に
つ
い
て
提
言
し
て
い
る
。
そ
の
命
令
と
は
、「
①
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び

ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
対
す
る
発
信
者
情
報
の
開
示
命
令）（00
（

」（
開
示
命
令
）、「
②
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
保
有
す
る
権
利
侵
害
に

関
係
す
る
発
信
者
情
報
を
、
被
害
者
に
は
秘
密
に
し
た
ま
ま
、
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
提
供
す
る
た
め
の
命
令）（00
（

」（
提
供
命
令
）、「
③
ア

ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
提
供
さ
れ
た
発
信
者
情
報
を
踏
ま
え
権
利
侵
害
に
関
係
す
る
発
信
者
情

報
の
消
去
を
禁
止
す
る
命
令）（00
（

」
で
あ
る
。
前
述
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
方
策
三
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
開
示
決
定
を

前
提
と
し
て
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
審
理
に
移
る
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
二
度
の
開
示
判
断
を
経
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ

の
非
訟
手
続
案
に
よ
れ
ば
、
提
供
命
令
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
早
期

の
特
定
を
経
て
、
両
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
審
理
を
ま
と
め
、
一
つ
の
開
示
判
断
に
て
開
示
が
可
能
に
な
る
と
解
す
る
。
た
だ
し
、
コ
ン
テ
ン
ツ

プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
自
ら
の
発
信
者
情
報
の
開
示
の
相
手
方
で
あ
る
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
特
定
で
き
な
い
場
合
、
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ

イ
ダ
の
開
示
を
先
行
さ
せ
、
被
害
者
側
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
特
定
後
、
改
め
て
開
示
命
令
を
申
し
立
て
る
プ
ロ
セ
ス
を
残
存

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
っ
た）（00
（

。

⑶　

発
信
者
の
手
続
保
障
の
問
題

　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
当
事
者
構
造
は
、
日
本
と
同
様
に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
と
被
害
者
で
あ
る
。
他
方
で
、
日

本
と
異
な
り
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
は
、
発
信
者
情
報
の
開
示
に
つ
き
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
発
信
者
に
対
す
る
意
見
照
会
義
務
の
定
め
を
置
か
ず
、
原
則

と
し
て
裁
判
所
の
命
令
に
よ
っ
て
の
み
開
示
が
な
さ
れ
る
。
訴
え
の
提
起
の
た
め
に
は
、
訴
え
の
利
益
及
び
適
格
を
要
し
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
七

条
）、
何
人
も
自
ら
の
名
に
お
い
て
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
他
者
の
権
利
に
つ
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
八
条
）。
こ
の
点
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
裁
判
所
の
命
令
の
名
宛
人
で
は
あ
る
が
、
通
信
の
秘
密
の
解
除
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る

第
三
者
と
し
て
の
権
利
利
益
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
処
分
権
主
義
及
び
弁
論
主
義
の
貫
徹
に
よ
り
、
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プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
開
示
決
定
に
不
服
を
申
し
立
て
る
利
益
を
示
す
た
め
に
は
、
要
求
さ
れ
た
情
報
を
提
供
し
な
い
自
ら
の
権
利
を
基
礎
と

し
て
、
裁
判
所
の
命
令
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）（00
（

。
例
え
ば
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
記
録
保
存
義
務
が
な

い
こ
と
や
企
業
機
密
の
漏
洩
に
あ
た
る
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
信
者
の
意
見
を
照
会
す
る
時
間
的
な
負
担
、
プ
ロ
バ
イ

ダ
に
よ
る
発
信
者
へ
の
照
会
に
基
づ
く
代
替
的
な
防
御
が
な
い
こ
と
で
、
開
示
手
続
は
、
簡
易
・
迅
速
化
が
見
込
ま
れ
る
。
他
方
で
、
か

か
る
簡
易
・
迅
速
性
の
み
を
も
っ
て
、
日
本
に
示
唆
的
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
開
示
に
つ
き
、
任
意

開
示
を
促
進
す
る
方
向
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
司
法
の
判
断
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
発
信
者
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
す
る
申
立
て
の

濫
用
の
防
止
に
資
す
る
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
発
信
者
の
諸
権
利
の
要
保
護
性
の
前
提
の
異
同
も
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、「
匿
名
」
表
現
の
自
由
の
保
護
に
つ
い
て
で
あ

る
）
（00
（

。
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
発
信
者
の
表
現
の
自
由
の
保
護
の
た
め
に
、
送
信
防
止
措
置
に
関
し
て
は
、
例
外
的
に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に

よ
る
発
信
者
に
対
す
る
、
情
報
提
供
義
務
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
処
分
権
主
義
及
び
弁
論
主
義
の
貫
徹
の
例
外
と
し
て
、

最
近
、
高
等
司
法
裁
判
所
は
、
投
稿
コ
ン
テ
ン
ツ
の
送
信
防
止
措
置
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ
の

合
法
性
に
つ
い
て
、
発
信
者
に
代
わ
っ
て
主
張
を
行
う
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
示
し
た）（00
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
表
現
の
「
匿
名
性
」
に
制

約
を
加
え
得
る
発
信
者
情
報
の
開
示
手
続
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
発
信
者
に
対
す
る
情
報
提
供
義
務
は
な
く
、
前
述
の
と
お

り
、
代
替
的
防
御
も
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
五
条
四
号
に
お
い
て
、
思
想
の
表
現
に
お
け
る
匿
名
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
匿
名
表
現
に
つ
い
て
も
、
高
等
司
法
裁
判
所
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
匿
名
性
を
抑
制
す
る

環
境
づ
く
り
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し）（00
（

、「
匿
名
性
」
自
体
の
保
護
に
対
し
て
消
極
的
な
評
価
が
見
受
け
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
表
現
の

自
由
及
び
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
「
匿
名
性
」
自
体
に
対
す
る
要
保
護
性
の
評
価
が
、
発
信
者
の
手
続
保
障
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、「
発
信
者
情
報
は
、
発
信
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
匿
名
表
現
の
自
由
、
通
信
の
秘
密
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
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情
報
で
あ
る
か
ら
、
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
発
信
者
の
意
に
反
し
て
情
報
の
開
示
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当

然
で
あ
る）（01
（

」
と
し
た
上
で
、「
匿
名
性
を
維
持
し
た
ま
ま
で
の
発
信
者
自
身
の
手
続
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
現
行
の
手
続
法
の
枠
組
み
の

下
に
あ
っ
て
は
、
開
示
請
求
の
相
手
方
と
な
る
…
（
中
略
）
…
開
示
役
務
提
供
者
…
（
中
略
）
…
の
行
為
を
通
じ
て
、
発
信
者
の
利
益
擁

護
や
手
続
保
障
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る）（0（
（

」
と
し
て
い
る
。
立
法
者
意
思
は
、「
被
告
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
訴
訟
追
行
に
よ
り
発
信
者
の

手
続
保
障
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る）（00
（

」。
も
っ
と
も
、
情
報
の
取
得
や
発
信
に
関
与
し
な
い
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
訴
訟

追
行
能
力
を
考
慮
す
る
に
「
当
然
に
発
信
者
の
手
続
保
障
が
尽
く
さ
れ
る
関
係
に
は
な
い）（00
（

」
こ
と
、「
訴
外
人
た
る
発
信
者
の
利
益
の
た

め
に
訴
訟
追
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
、
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
を
基
調
と
す
る
民
事
訴
訟
の
基
本
的
枠
組
み
に
そ
ぐ

わ
な
い
結
果
と
な
る）（00
（

」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
四
条
二
項
の
意
見
聴
取
義
務
を
踏
ま
え
、
手
続
保
障

に
つ
い
て
限
界
を
画
す
る
見
解
が
あ
る
。
同
見
解
に
よ
れ
ば
、
発
信
者
が
「
開
示
に
同
意
し
な
い
場
合
は
、
発
信
者
情
報
開
示
請
求
権
の

要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
主
張
立
証
を
求
め
、
発
信
者
に
よ
る
主
張
立
証
を
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
訴
訟
に
提
出
す
る
こ
と
を
必
要
と

し
、
か
つ
そ
れ
で
足
り
る
と
す
べ
き）（00
（

」
と
示
す
。

　

同
見
解
は
、
現
行
法
の
実
体
法
上
の
発
信
者
情
報
開
示
請
求
権
を
前
提
と
し
た
開
示
手
続
に
お
け
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
手
続
保
障
に
つ
い

て
の
理
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
先
に
述
べ
た
非
訟
手
続
を
運
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
発
信
者
情
報
開
示
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
は
、

最
終
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
、「
現
行
制
度
に
お
い
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
発
信
者
へ
の
意
見
照
会
と
と
も
に
、
ど
の

よ
う
な
観
点
や
仕
組
み
が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
、意
見
照
会
の
時
期
・
主
体
・
権
利
利
益
の
保
障
等
の
観
点
に
留
意
し）（00
（

」検
討
を
行
っ
た
。

　

な
お
、
前
述
の
通
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
日
本
の
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
に
お
け
る
発
信
者
の
手
続
保
障
に
つ
い
て
の
前
提
は
大
き
く

異
な
り
、
本
稿
に
お
け
る
比
較
検
討
と
し
て
は
、
両
国
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
被
害
者
の
負

担
を
軽
減
す
る
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
は
、
発
信
者
の
手
続
保
障
と
の
間
で
調
整
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
な
ス
タ
ン

ス
を
と
る
場
合
、
開
示
手
続
は
簡
易
・
迅
速
化
が
見
込
ま
れ
る
一
方
で
、
発
信
者
の
手
続
保
障
は
手
薄
と
な
る）（00
（

。
他
方
で
、
日
本
の
よ
う
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に
、
発
信
者
の
意
思
を
反
映
す
べ
く
手
続
保
障
の
さ
ら
な
る
拡
充
を
図
っ
た
場
合
、
非
訟
手
続
案
の
採
用
に
よ
り
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅

速
化
を
図
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
低
減
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

㈡　

私
事
性
的
画
像
記
録
の
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
の
実
効
性
に
関
す
る
検
討

　

本
節
に
お
い
て
は
、
私
事
性
的
画
像
記
録
の
送
信
防
止
措
置
に
関
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
自
主
的
対
応
を
促
す
た
め
の
制
度
設
計
に
つ
い

て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
関
し
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
通

り
（
前
記
三
㈡
２
⑵
）、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
の
例
外
と
し
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
一
条
に
特
別
の
定
め
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、

裁
判
所
の
命
令
を
受
け
た
後
に
、
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
責
任
を
負
う
と
い
う
命

令
・
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
を
原
則
と
し
て
い
る
。
他
方
で
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
は
、

プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
か
ら
裁
判
外
の
通
知
を
受
け
た
後
で
、
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
に
、
責

任
を
負
い
得
る
と
い
う
、
裁
判
外
の
通
知
・
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
を
確
立
し
て
い
る
。
か
か
る
裁
判
外
の
通
知
・
送
信
防
止
措
置
レ

ジ
ー
ム
の
採
用
に
よ
り
、
拡
散
リ
ス
ク
が
高
く
、
被
害
回
復
の
困
難
な
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
関
し
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に

迅
速
な
対
応
を
促
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
四
条
に
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
三
条
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
の
損
害
賠
償
責
任
の
制

限
の
特
例
が
設
け
ら
れ
、
発
信
者
に
対
す
る
送
信
防
止
措
置
に
関
す
る
同
意
照
会
期
間
を
七
日
か
ら
二
日
に
短
縮
し
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の

自
主
的
対
応
に
よ
る
被
害
の
拡
大
防
止
を
図
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
発
信
者
に
対
す
る
同
意
照
会
期
間
経
過
後
に
、
必
ず
し
も
送
信
防

止
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
と
比
較
す
る
と
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
自
主
的
な
対
応
の
消
極
性
及
び

被
害
の
拡
大
が
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
方
で
、
そ
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
通
知
・
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
に
依
れ
ば
、
送
信
防
止
措

置
を
講
じ
た
が
、
実
際
に
は
、
権
利
侵
害
情
報
で
な
か
っ
た
場
合
等
で
も
、
通
知
に
よ
り
、
送
信
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
発
信
者
の
表
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現
の
自
由
等
へ
の
保
障
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
当
該
制
度
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
制
度
的
な
担
保
を
確
立
す
る
こ
と
も
必
要

に
な
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
な
早
期
の
送
信
防
止
措
置
が
期
待
さ
れ
る
レ
ジ
ー
ム
の
導
入
に
は
、
よ
り
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。

　

ま
た
、
近
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
動
向
と
し
て
、
裁
判
外
の
通
知
に
よ
り
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
一
条
規
定
の
レ

ジ
ー
ム
を
拡
大
し
、
他
の
権
利
侵
害
類
型
へ
の
適
用
を
試
み
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
、
二
〇
一
六
年
第
五
二

〇
三
号
法
案
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
へ
の
追
加
規
定
（
二
〇
条
―
Ａ）（00
（

）
と
し
て
、
過
去
に
裁
判
所
か
ら
送
信
防
止
措
置
命
令
を
受
け
た
コ
ン
テ
ン
ツ

の
転
載
コ
ン
テ
ン
ツ
の
送
信
防
止
措
置
に
関
す
る
特
別
規
定
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
追
加
規
定
二
〇
条
―
Ａ
本
文
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
以
前
に
裁
判
所
命
令
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
と
同
一
の
侵
害
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
き
、
利
害
関
係
者
及
び
法
定

代
理
人
か
ら
通
知
を
受
け
て
か
ら
、
四
八
時
間
以
内
に
、
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
る
。
同
法
案
に
関
し
て
、

立
案
担
当
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
利
用
で
き
る
違
法
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
非
常
に
早
い
拡
散
力
が
あ
り
、
そ
の
結
果
は
、
甚
大
な
被
害

と
な
り
、
回
復
で
き
な
い
も
の
に
な
り
得
る
と
強
調
す
る）（00
（

。
な
お
、
同
法
案
は
成
立
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
他
委
員
会
の
意
見
報
告
を
待
つ

段
階
に
あ
る）（01
（

。
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
送
信
防
止
措
置
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
裁
判
所
の
命
令
を
前
提
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
複
製
・
転
載
コ
ン
テ
ン
ツ
に
関
し
て
、
裁
判
外
の
通
知
を
介
し
た
送
信
防
止
措
置
の
促
進
の
た
め
に
、
立
法
的
対
応
を
図
る

動
向
が
あ
る
。
他
方
で
、
日
本
に
お
い
て
は
、
裁
判
外
の
任
意
開
示
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
促
進
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
充

実
に
よ
り
、
複
製
・
転
載
コ
ン
テ
ン
ツ
の
迅
速
な
送
信
防
止
措
置
に
つ
い
て
も
対
応
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
と
解
す
る
。
も
っ
と
も
、
立
法

に
て
、
特
定
の
類
型
に
属
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
送
信
防
止
措
置
に
時
間
的
制
約
を
設
け
る
こ
と
を
試
み
る
動
向
は
、
注
目
に
値
す
る
。

六　

む
す
び
に
代
え
て

　

本
稿
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
市
民
の
権
利
に
関
す
る
枠
組
み
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
）
及
び
二
〇
一
五
年
民
事
訴
訟
法
と
の
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比
較
を
通
じ
て
、
日
本
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
発
信
者
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
、
被

害
者
の
相
互
関
係
を
規
制
す
る
手
続
的
枠
組
み
を
含
む
立
法
へ
の
昇
華
に
向
け
て
、
今
後
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
。

　

諸
国
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
は
、「
必
ず
し
も
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
の
捉
え
方
や
発
信
者
へ
の
責
任
追
及
に
あ
た
っ
て
の
発
信
者
情
報

開
示
等
の
運
用
は
国
ご
と
に
一
様
で
は
な
く
、
各
国
の
制
度
に
お
い
て
被
害
者
の
権
利
と
発
信
者
責
任
、
匿
名
の
表
現
の
自
由
、
発
信
者

情
報
の
開
示
に
と
も
な
う
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
比
重
や
判
断
基
準
も
異
な
る）（0（
（

」。
国
境
を
問
わ
ず
、
一
般
に
普
及
及
び
拡
大
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
機
能
や
性
質
、
日
々
変
化
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
諸
国
の
法
制
及
び
動
向
は
注
目
に

値
し
、
そ
れ
ら
を
地
域
横
断
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

他
国
の
法
制
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
焦
点
を
当
て
た
本
稿
か
ら
得
う
る
、
今
後
の
立
法
へ
の
示
唆
と
し
て
は
、
三
点
あ
る
。

　

一
点
目
は
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
発
信
者
に
対
す
る
本
案
請
求
訴
訟
の
前
に
、
原

則
と
し
て
、
発
信
者
の
特
定
の
た
め
に
二
段
階
の
裁
判
手
続
（
発
信
者
情
報
開
示
手
続
）
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
時
間
的
・
費
用

的
負
担
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
及
び
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
形
態
を
活
用
し
た

方
策
三
（
前
記
五
㈠
２
⑴
）
を
中
心
に
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
を
簡
易
・
迅
速
化
さ
せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
は
、
訴
訟
期
間
内
に
一
定
の
事
実
の
評
価
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
に
な
る
場
合
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
一

号
）、
当
事
者
間
の
紛
争
の
裁
判
外
で
の
解
決
に
有
用
な
場
合
（
二
号
）、
及
び
事
実
に
関
す
る
予
め
の
認
識
に
よ
り
、
訴
訟
の
提
起
を
正

当
化
し
得
る
、
又
は
回
避
し
得
る
場
合
（
三
号
）
に
認
め
ら
れ
る
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
八
一
条
二
号
及
び
三
号
は
、
二
〇
一
五
年
新
民
事
訴
訟
法

典
の
制
定
に
よ
り
加
え
ら
れ
、
当
該
訴
え
が
、
本
案
請
求
訴
訟
に
対
し
て
自
立
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

当
該
訴
え
は
、
通
常
訴
訟
手
続
と
比
し
て
、
原
則
と
し
て
、
反
論
及
び
上
訴
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、
略
式
の
手
続
で
あ
る
。
な
お
、

裁
判
官
は
、
証
拠
を
先
行
さ
せ
る
た
め
の
前
提
を
表
面
的
に
確
認
し
、
証
拠
の
評
価
及
び
本
案
に
つ
い
て
の
判
断
は
後
訴
に
譲
り
、
証
拠
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が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
、
保
証
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
認
可
判
決
を
行
う
。
ま
た
、
一
部
又
は
全
部
の
証
拠
の
提
出
を
認
め

る
決
定
は
、
審
理
の
終
結
以
前
で
あ
る
の
で
、
中
間
決
定
の
性
格
を
有
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
を
活
用
し

た
裁
判
例
を
二
つ
紹
介
し
た
（
前
記
四
㈡
２
）
が
、
い
ず
れ
も
、
開
示
判
断
そ
の
も
の
は
、
認
可
判
決
に
前
置
す
る
決
定
に
て
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
は
、
明
文
に
規
定
を
置
か
ず
、
学
説
上
の
議
論
及
び
実
務
上
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。

主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
は
、
一
方
の
主
体
と
関
係
す
る
請
求
が
定
立
さ
れ
、
ま
た
、
他
方
の
主
体
と
の
関
係
で
別
の
請

求
が
定
立
さ
れ
、
両
請
求
の
間
に
先
決
関
係
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
当
事
者
複
数
訴
訟
の
一
形
態
で
あ
る
。

　

事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
及
び
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
の
形
態
を
組
み
合
わ
せ
た
方
策
三
の
具
体
的
な
流
れ
と
し
て

は
、
ま
ず
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、
主
観
的
連
続
的
併
合
に
基
づ
く
共
同
訴
訟
の
形
態

で
、
事
前
の
証
拠
提
出
の
訴
え
を
提
起
す
る
。
続
い
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
関
係
す
る
審
理
及
び
執
行
を
前
提
と
し

て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
開
示
が
な
さ
れ
た
記
録
に
基
づ
き
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
特
定
す
る
。
そ
の
後
、
接
続
プ

ロ
バ
イ
ダ
に
関
係
す
る
審
理
に
移
行
す
る
。
方
策
三
に
よ
れ
ば
、
同
一
か
つ
略
式
の
手
続
内
で
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
及

び
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
か
ら
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
開
示
判
断
を
決
定
に
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
被
害
者
の
時

間
的
・
費
用
的
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
と
解
す
る
。

　

二
点
目
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
記
録
保
存
の
義
務
化
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
被
害
者
が
発
信
者
に
対
し
て
本
案
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る

前
に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
保
有
す
る
記
録
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
、
発
信
者
の
特
定
に
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
三
条
に
お
い
て
、
接
続
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
一
年
間
、
接
続
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
五
条
に
お
い
て
は
、
営
利
目
的
の
法
人
格
を
有
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、

六
か
月
の
間
、
ア
ク
セ
ス
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
法
制
に
よ
れ
ば
、
両
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
期
間
の
記
録
保
存
義
務
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
点
、
被
害
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者
が
発
信
者
に
対
し
て
本
案
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
前
に
、
記
録
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
、
発
信
者
の
特
定
に
至
ら
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス

の
ほ
か
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
記
録
を
保
有
せ
ず
、
開
示
請
求
が
空
振
り
に
終
わ
る
ケ
ー
ス
を
削
減
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

　

三
点
目
に
、
私
事
性
的
画
像
記
録
の
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
の
実
効
性
の
強
化
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防

止
法
四
条
に
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
三
条
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
の
特
例
が
設
け
ら
れ
、
発
信
者
に
対
す
る

送
信
防
止
措
置
に
関
す
る
同
意
照
会
期
間
を
七
日
か
ら
二
日
に
短
縮
し
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
自
主
的
対
応
に
よ
る
被
害
の
拡
大
の
防
止
を

図
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
発
信
者
に
対
す
る
同
意
照
会
期
間
経
過
後
に
、
必
ず
し
も
送
信
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
実
効
性
が
問
題
と
な
る
。

　

Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
お
け
る
送
信
防
止
措
置
を
め
ぐ
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
本
文
に
お
い
て
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
特
定
の
裁
判
所
の
命
令
の
後
、
当
該
命
令
が
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
自
己
の
サ
ー
ビ
ス
の
技
術
的
な
範
囲
内
で
、

（
権
利
を
）
侵
害
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ア
ク
セ
ス
不
可
と
す
る
た
め
の
措
置
も
講
じ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
第
三
者
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
か
ら
生
じ
る
損
害
に
つ
き
民
事
上
の
責
任
を
負
う
旨
定
め
る
。
か
か
る
Ｍ
Ｃ
Ｉ
一
九
条
の
規
律
を
原
則
と
し
て
、
Ｍ

Ｃ
Ｉ
二
一
条
に
お
い
て
は
、
そ
の
例
外
の
定
め
が
あ
る
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
一
条
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
、
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
か
ら
、
裁
判
外
の
通
知
を
受
け
た
後
で
、
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
な

か
っ
た
場
合
に
、
責
任
を
負
い
得
る
旨
定
め
る
。
か
か
る
裁
判
外
の
通
知
・
送
信
防
止
措
置
レ
ジ
ー
ム
の
採
用
に
よ
り
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に

迅
速
な
対
応
を
促
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
有
す
る
拡
散
リ
ス
ク
の
高
さ
、
被
害
回
復
の
困
難
な
性
質
を
考
慮
す
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う

に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
自
主
的
な
対
応
を
促
す
実
効
性
が
高
い
レ
ジ
ー
ム
の
採
用
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

続
い
て
、
本
稿
に
お
い
て
、
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
き
、
本
稿
本
文
の
各
所
に
て
示
し
た
も
の
の
ほ
か
、
以
下
の
三
点
を
今
後
の
課
題
と

し
て
示
し
、
む
す
び
に
代
え
た
い
。
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一
点
目
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
単
項
一
号
「
違
法
行
為
が
発
生
し
た
こ
と
の
強
い
兆
候
（fundados�indícios�da�ocorrência�do�ilícito

）」

の
意
義
の
明
確
化
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
発
信
者
情
報
の
開
示
要
件
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
単
項
各
号
に
定
め
が
あ
る
と
こ
ろ
、
一

号
の
「
違
法
行
為
が
発
生
し
た
こ
と
の
強
い
兆
候
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
か
る
強
い
兆
候
の

存
否
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
は
、
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
を
評
価
し
、
心
証
が
形
成
さ
れ
た
理
由
を
判
決
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

定
め
る
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
七
一
条
の
原
則
の
も
と
で
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
今
後
、
Ｍ
Ｃ
Ｉ
二
二
条
単
項
一
号
を
め
ぐ
る
何
ら
か
の
統

一
的
基
準
な
い
し
解
釈
を
定
立
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
例
の
蓄
積
と
と
も
に
、
権
利
侵
害
類
型
や
手
続
形
態
に
応
じ
て
、
個
別
の
事
案
を

分
析
及
び
そ
れ
ら
を
比
較
検
討
す
る
方
法
論
が
考
え
ら
れ
る
。

　

二
点
目
は
、
事
前
の
証
拠
提
出
制
度
一
般
の
導
入
可
能
性
の
検
討
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
記
方
策
三
の
長
所
を
反
映
し
得
る

も
の
と
し
て
、
最
終
と
り
ま
と
め
に
お
け
る
非
訟
手
続
案
を
紹
介
し
た
に
留
ま
り
、
日
本
に
お
け
る
事
前
の
証
拠
提
出
制
度
一
般
の
導
入

可
能
性
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
当
該
制
度
一
般
の
導
入
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
発
信
者
情
報
開
示
の
た
め

の
特
定
事
案
の
比
較
考
察
に
限
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
民
事
訴
訟
制
度
一
般
に
及
ぶ
広
範
な
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
と
解
す
る
。

　

三
点
目
は
、
先
に
触
れ
た
非
訟
手
続
案
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
で
あ
る
。
非
訟
手
続
案
を
含
む
「
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損

害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
は
、
二
〇
二
二
年
中
に
施
行
の
見
通
し
で
あ

る
）
（00
（

。
本
稿
で
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
同
法
に
基
づ
く
、
発
信
者
情
報
開
示
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
に
関
す
る
具
体
的
な
分
析
、
及

び
前
記
方
策
三
と
の
比
較
検
討
を
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
１
）��

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
課
『
改
訂
版　

プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
一
）
ⅲ
頁
（
堀
部
政
男
教
授
ご
寄
稿

の
「
初
版　

ま
え
が
き
」）。

（
２
）��

堀
部
政
男
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
流
通
と
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
制
定
前
史
」、
同
監
修
『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法�

実
務
と
理
論
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―
施
行
10
年
の
軌
跡
と
展
望
―
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
一
号
（
二
〇
一
二
）
四
頁
。

（
３
）��

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
課
・
前
掲
注
（
１
）
ⅲ
頁
。

（
４
）��

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
課
・
前
掲
注
（
１
）
ⅰ
頁
（
長
谷
部
恭
男
教
授
ご
寄
稿
の
「
改
訂
版　

ま
え
が
き
」）。

（
５
）��
「
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
は
、
二
〇
二

一
年
二
月
二
六
日
の
閣
議
決
定
を
経
て
、
同
日
、
第
二
〇
四
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
（
本
稿
入
稿
時
）。
そ
の
後
、
同
法
律
案
は
、
同
年
四
月
一
三

日
に
衆
議
院
本
会
議
、
四
月
二
一
日
に
参
議
院
本
会
議
で
、
そ
れ
ぞ
れ
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
成
立
し
、
四
月
二
八
日
に
公
布
に
至
っ
て
い
る

（
令
和
三
年
法
律
第
二
七
号
）。
二
〇
二
二
年
の
施
行
を
目
指
す
見
通
し
で
あ
り
、
同
法
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
比
較
検
討
も
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
本
稿
入
稿
時
、
筆
者
に
は
そ
の
用
意
が
な
く
、
紹
介
に
留
め
る
。
同
法
に
つ
き
、
総
務
省
「
新
規
制
定
・
改
正
法
令
・
告
示　

法
律
」、

<https://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
enu_hourei/s_houristu.htm

l>

（
二
〇
二
一
年
五
月
二
〇
日
参
照
）。

（
６
）��

東
川
玲
「
情
報
の
自
由
、
規
制
、
保
護
に
関
す
る
現
代
的
課
題
―
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
に
関
す
る
各
国
制
度
及
び
判
例
等
の
比
較
に
よ
る
示

唆
―
」、
京
都
大
学
、
一
頁<https://repository.kulib.kyotou.ac.jp/dspace/bitstream

/2433/235040/2/dhogk00221.pdf>

（
二
〇
二
一

年
一
月
四
日
参
照
）。

（
７
）��

そ
の
他
諸
国
の
状
況
と
し
て
、
神
足
祐
太
郎
「
諸
外
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
媒
介
者
の
『
責
任
』」
レ
フ
ァ
八
三
九
号
（
二
〇
二
〇
）
一

三
一
頁
以
下
を
参
照
。
Ｍ
Ｃ
Ｉ
に
お
け
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
は
、
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
や
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
規
律
に
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。

（
８
）��

Ｍ
Ｃ
Ｉ
は
、
成
立
当
時
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
所
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
塚
越
健
司
「
ブ
ラ
ジ
ル

で
成
立
『
ネ
ッ
ト
憲
法
』�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
理
を
め
ぐ
る
世
界
の
攻
防�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
誰
の
も
の
？
」、W

ED
GE�Infinity

（
ウ
ェ
ッ
ジ
）、

<https://w
edge.ism

edia.jp/articles/-/3892>

（
二
〇
二
一
年
一
月
四
日
参
照
）。

（
９
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,� R
esponsabilidade civil dos provedores no M

arco C
ivil da Internet (Lei n. 12.965/14),�São�

Paulo,�2018,�p.�25.

（
10
）��

前
掲
注
（
５
）
参
照
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
現
行
法
（
平
成
一
三
年
法
律
第
一
三
七
号
）
を
前
提
と
し
て
、
概
要
の
紹
介
及
び
検
討
を
進
め
る
。

参
照
条
文
に
つ
い
て
も
、
改
正
前
の
条
文
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
11
）��

大
村
真
一
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
概
要
―
法
の
概
要
と
制
定
10
年
後
の
検
証
の
概
要
」、
堀
部
政
男
監
修
『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法�

実

務
と
理
論
―
施
行
10
年
の
軌
跡
と
展
望
―
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
一
号
（
二
〇
一
二
）
一
四
頁
。

（
12
）��

大
村
・
前
掲
注
（
11
）
一
四
頁
。
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（
13
）��

大
村
・
前
掲
注
（
11
）
一
五
頁
。

（
14
）��

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
第
二
課
『
改
訂
増
補
第
２
版　

プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
八
）
七
二
頁
。

（
15
）��

山
本
隆
司
「
不
開
示
に
関
す
る
重
過
失
の
解
釈
―
最
三
判
平
成
22
・
４
・
13
民
集
64
巻
３
号
７
５
８
頁
」、
堀
部
政
男
監
修
『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任

制
限
法�

実
務
と
理
論
―
施
行
10
年
の
軌
跡
と
展
望
―
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
一
号
（
二
〇
一
二
）
一
一
二
頁
。

（
16
）��
山
本
和
彦
「
提
訴
を
容
易
に
す
る
た
め
の
手
続
的
方
法
」、
堀
部
政
男
監
修
『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法�

実
務
と
理
論
―
施
行
10
年
の
軌
跡
と
展

望
―
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
一
号
（
二
〇
一
二
）
一
五
〇
頁
。

（
17
）��

発
信
者
情
報
開
示
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
「
最
終
と
り
ま
と
め
」、
総
務
省
、
四
頁
以
下�<https://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/�

000724725.pdf>
（
二
〇
二
一
年
一
月
四
日
参
照
）。
以
下
、
本
稿
本
文
及
び
脚
注
に
お
い
て
、「
最
終
と
り
ま
と
め
」
と
表
記
す
る
。

（
18
）��

最
終
と
り
ま
と
め�
四
頁
以
下
。

（
19
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
〇
頁
。

（
20
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

四
頁
。

（
21
）��

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
第
二
課
・
前
掲
注
（
14
）
六
〇
頁
。

（
22
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�23.

（
23
）��

同
法
案
を
由
来
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
法
律
第
一
二
七
三
五
号
が
成
立
し
て
い
る
が
、
違
憲
性
を
問
題
視
す
る
強
い
反
発
か
ら
、
原
法
案
の
条

項
の
大
半
を
削
除
の
上
、
成
立
し
た
。
ま
た
、
同
年
に
は
、
刑
法
の
追
加
規
定
と
し
て
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
を
類
型
化
し
、
罰
則
を
定
め
る
法
律
第

一
二
七
三
七
号
（Carolina�D

ieckm
ann

法
）
が
成
立
し
た
。

（
24
）��Carlos�A

ffonso�Souza�&
�Ronaldo�Lem

os,� M
arco civil da internet: construção e aplicação,�Juiz�de�Fora,�2016,�Editar�Editora�

A
ssociada�Ltda,�p.�17.�

（
25
）��Ibid.,�p.�17.�

（
26
）��Ibid.,�p.�17.

（
27
）��Ronaldo�Lem

os,�“Internet�brasileira�precisa�de�m
arco�regulatório�civil”.�D

isponível�em
�:�<http://tecnologia.uol.com

.br/
ultnot/2007/05/22/ult4213u98.jhtm

>.�A
cesso�em

�:�04/01/2021.�

（
28
）��Carlos�A

ffonso�Souza�&
�Ronaldo�Lem

os,�op.�cit.,�p.�18.

（
29
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�24.
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（
30
）��Carlos�A

ffonso�Souza�&
�Ronaldo�Lem

os,�op.�cit.,�p.�19.

（
31
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�24.
（
32
）��Ibid.,�p.�25.

（
33
）��Ibid.,�p.�25.

（
34
）��Ibid.,�p.�25.

（
35
）��Carlos�A

ffonso�Souza�&
�Ronaldo�Lem

os,�op.�cit.,�p.�24.

（
36
）��Seção�I�do�D

iário�O
ficial�da�U

nião�

（D
O
U

）�de�2�4�de�A
bril�de�2014.�D

isponível�em
�Jusbrasil�:�<https://w

w
w
.jusbrasil.com

.
br/diarios/69354783/dou-secao-1-24-04-2014-pg-1?ref=previous_button>.�A

cesso�em
�:�04/01/2021.�

（
37
）��

Ｍ
Ｃ
Ｉ
三
二
条
に
お
い
て
、
官
報
掲
載
か
ら
六
〇
日
経
過
後
に
同
法
を
施
行
す
る
旨
定
め
が
あ
る
。

（
38
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�29.

（
39
）��Carlos�A

ffonso�Souza�&
�Ronaldo�Lem

os,�op.�cit.,�p.�30.

（
40
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�61.

（
41
）��Ibid.,�p.�61.

（
42
）��Ibid.,�p.�62.

（
43
）��Ibid.,�p.�62.

（
44
）��

な
お
、
日
本
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
制
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
場
合
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
」（
又
は
「
経
由
プ
ロ

バ
イ
ダ
」）、「
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
」
の
分
類
を
採
用
す
る
。

（
45
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�102.

（
46
）��T

J-RS,�A
C�70026712505,�Rel.�D

es.�T
asso�Caubi�Soares�D

elabary,�Ó
rgão�Julgador�:�N

ona�Câm
ara�Cível,�julgado�em

�
27/05/2009.

（
47
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�103.

（
48
）��

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
運
営
委
員
会
は
一
九
九
五
年
五
月
三
一
日
付
省
間
規
則
第
一
四
七
号
（
二
〇
〇
三
年
九
月
三
日
デ
ク
レ
ト
第
四
八
二
九
号
に

よ
り
改
正
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
。
同
委
員
会
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
及
び
開
発
の
た
め
の
技
術
的
な
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
公
表
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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（
49
）��Com

itê�Gestor�Internet�Brasil

（CGI.br

）,�“Recom
endações�para�o�D

esenvolvim
ento�e�O

peração�da�Internet�no�Brasil”.�
D
isponível�em

�:�<http://w
w
w
.cgi.br/recom

endacoes-para-o-desenvolvim
ento-e-operacao-da-internet-no-brasil/>.�A

cesso�em
�:�

04/01/2021.
（
50
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�pp.�126-127.

（
51
）��Ibid.,�p.�127.

（
52
）��T

J-RJ,�A
C�2008.001.18270,�Rel.�D

es.�Benedicto�A
bicair,�Ó

rgão�Julgador�:�Sexta�Câm
ara�Cível,�julgado�em

�11/06/2008.�T
J-RJ,�

A
C�0006047-50.2009.8.19.0040,�Rel.�D

es.�Benedicto�A
bicair,�Ó

rgão�Julgador�:�Sexta�Câm
ara�Cível,�julgado�em

�01/12/2009.

（
53
）��T

J-SP,�A
I�381.078-4/0-00,�Rel.�D

es.�Ênio�Santarelli�Zuliani,�Ó
rgão�Julgador�:�Q

uarta�Câm
ara�de�D

ireito�Privado,�julgado�em
�

07/04/2005.�T
J-RJ,�A

C�0004584-91.2008.8.19.0207,�Rel.�D
es.�A

lexandre�Freitas�Câm
ara,�Ó

rgão�Julgador�:�Prim
eira�Câm

ara�
Cível,�julgado�em

�22/02/2010.

（
54
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�128.

（
55
）��Ibid.,�p.�129.

（
56
）��ST

J,�REsp.�1186616/M
G,�Rel.�M

in.�N
ancy�A

ndrighi,�Ó
rgão�Julgador�:�T

erceira�T
urm

a,�julgado�em
�23/08/2011.

（
57
）��

か
か
る
措
置
は
、
削
除
、
ア
ク
セ
ス
制
限
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
時
停
止
等
様
々
な
措
置
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
制
に

お
け
る
「
ア
ク
セ
ス
を
不
可
に
す
る
た
め
の
措
置
」
に
つ
い
て
、
条
文
の
邦
訳
等
を
除
い
て
、
便
宜
上
、
日
本
法
制
と
文
言
を
合
わ
せ
、「
送
信
防

止
措
置
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

（
58
）��ST

J,�REsp.�1.337.990/SP,�Rel.�M
in.�Paulo�de�T

arso�Sanseverino,�Ó
rgão�julgador�:�T

erceira�T
urm

a,�julgado�em
�21/08/2014.

（
59
）��ST

J,�REsp.�1.323.754/RJ,�Rel.�M
in.�N

ancy�A
ndrighi,�Ó

rgão�Julgador�:�T
erceira�T

urm
a,�julgado�em

�19/06/2012.

（
60
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�pp.�130-131.

（
61
）��ST
J,�REsp�1308830/RS,�Rel.�M

in.�N
ancy�A

ndrighi,�Ó
rgão�Julgador�:�T

erceira�T
urm

a,�julgado�em
�08/05/2012.

（
62
）��ST

J,�REsp�1.398.985/M
G,�Rel.�M

in.�N
ancy�A

ndrighi,�Ó
rgão�Julgador�:�T

erceira�T
urm

a,�julgado�em
�19/11/2013.

（
63
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�128.

（
64
）��Souza,�Carlos�A

ffonso�&
�Lem

os,�Ronaldo,�op.�cit.,�p.�27.

（
65
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�105.
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（
66
）��Ibid.,�p.�134.

（
67
）��Souza,�Carlos�A

ffonso�&
�Lem

os,�Ronaldo,�op.�cit.,�p.�100.
（
68
）��Ibid.,�p.�102.

（
69
）��Ibid.,�p.�102.

（
70
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�140.

（
71
）��Souza,�Carlos�A

ffonso�&
�Lem

os,�Ronaldo,�op.�cit.,�p.�102.

（
72
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�137.

（
73
）��M

ariana�M
ay�Sangoi,� M

arco civil da internet (lei n. 12.965/2014): análise da responsabilidade civil dos provedores de aplicação 

por dano decorrente de conteúdo publicado por usuário da rede,�Santa�Catarina,�2016,�p.�69.�

（
74
）��Ricardo�M

affeis�M
artins�&

�D
aniel�Bittencourt�Guariento,�“Provedores�precisam

�guardar�dados�suficientes�para�identificar�
usuários�de�seus�serviços”.�D

isponível�em
�:�<https://m

igalhas.uol.com
.br/coluna/im

pressoes-digitais/316545/provedores-
precisam

-guardar-dados-suficientes-para-identificar-usuarios-de-seus-servicos>.�A
cesso�em

�:�04/01/2021.

（
75
）��ST

J,�REsp�1.777.769/SP,�Rel.M
in.�N

ancy�A
ndrighi,�Ó

rgão�Julgador�:�T
erceira�T

urm
a,�julgados�em

�em
�5/11/2019.�ST

J,�REsp�
1.784.156/SP,�Rel.�M

in.�M
arco�A

urélio�Bellizze,�Ó
rgão�Julgador�:�T

erceira�T
urm

a,�julgados�em
�5/11/2019.　

（
76
）��

ブ
ラ
ジ
ル
簡
易
裁
判
所
法
二
条
に
よ
れ
ば
、
口
頭
、
簡
易
、
略
式
、
訴
訟
経
済
及
び
迅
速
性
の
基
準
に
則
っ
て
手
続
が
進
め
ら
れ
る
。
民
事
簡

易
裁
判
所
は
、
他
の
裁
判
所
と
異
な
り
、
弁
護
士
強
制
が
な
く
、
申
立
て
に
際
し
て
の
簡
易
的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
提
供
や
非
識
字
者
の
サ
ポ
ー
ト

を
行
う
支
部
も
存
し
、
こ
の
点
、
被
害
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
詳
細
に
つ
き
、
前
田
美
千
代
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
簡
易
裁
判
所

（Juizado�Especial

）
と
消
費
者
被
害
の
救
済
―
ポ
ル
ト
ア
レ
グ
レ
市
及
び
サ
ン
パ
ウ
ロ
市
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
と
と
も
に
―
」
法
研
九
一
巻

二
号
（
二
〇
一
八
）
一
二
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
77
）��Fernando�da�Fonseca�Gajardoni�&

�Ricardo�M
affeis�M

artins,� D
ireito digital e legitim

ação passiva nas ações de rem
oção de 

conteúdo e responsabilidade civil,�Cadernos�Jurídicos,�ano�21,�nº�53,�São�Paulo,�2020,�p.�50.

（
78
）��

本
稿
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
ブ
ラ
ジ
ル
民
事
訴
訟
法
の
邦
訳
に
あ
た
っ
て
、
一
九
七
三
年
民
事
訴
訟
法
の
邦
訳
書
で
あ
る
藤
井
孝
四
郎
・

二
宮
正
人
編
訳
『
ブ
ラ
ジ
ル
民
事
訴
訟
法
典
』（K

aleidos-Prim
us�Consultoria�e�Com

unicacao�Integrada,�1998

）
を
参
考
と
し
た
。

（
79
）��Fernando�da�Fonseca�Gajardoni�&

�Ricardo�M
affeis�M

artins,�op.�cit.,�p.�56.
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（
80
）��Ibid.,�pp.�56-57.

（
81
）��D

aniel�de�Carvalho�M
endes�&

�A
dolpho�A

ugusto�Lim
a�A

zevedo,“O
�panoram

a�das�tutelas�provisórias�no�novo�Código�de�
Processo�Civil”.�D

isponível�em
�:�<https://w

w
w
.conjur.com

.br/2016-abr-03/panoram
a-tutelas-provisorias-cpc>.�A

cesso�em
�:�

04/01/2021.

（
82
）��Fernando�da�Fonseca�Gajardoni�&

�Ricardo�M
affeis�M

artins,�op.�cit.,�p.�57.

（
83
）��Ibid.,�p.�57.

（
84
）��Ibid.,�p.�57.

（
85
）��Giovanni�V

idal�Guaragni�&
�Sandro�M

arcelo�K
ozikoski,� PR

O
D

U
Ç

Ã
O

 A
N

T
E

C
IPA

D
A

 D
E

 PR
O

V
A

 O
U

 A
Ç

Ã
O

 A
U

T
Ô

N
O

M
A

 D
E

 

E
X

IB
IÇ

Ã
O

 D
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
: A

 C
O

N
T

R
O

V
É

R
SIA

 SO
B

R
E

 A
 PR

O
V

A
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

L N
O

 C
PC

/2015,�Revista�Eletrônica�de�
D
ireito�Processual,�ano�13.vol.�20.�M

úm
ero�3,�Rio�de�Janeiro,�2019,�p.�159.

（
86
）��Richard�Saym

on�Santos�D
urães,�“Produção�antecipada�de�provas:�linhas�gerais�acerca�do�instituto”.�D

isponível�em
�:�

<https://w
w
w
.direitonet.com

.br/artigos/exibir/11469/Producao-antecipada-de-provas-linhas-gerais-acerca-do-instituto>.�
A
cesso�em

�:�04/01/2021.�

（
87
）��Giovanni�V

idal�Guaragni�&
�Sandro�M

arcelo�K
ozikoski,�op.�cit.,�p.�159.�

か
か
る
立
場
は
、
訴
訟
が
係
属
中
で
、
事
前
の
証
拠
提
出
が
必

要
な
場
合
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
三
九
条
六
号
が
適
用
さ
れ
る
と
説
く
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
官
に
、「
紛
争
の
ニ
ー
ズ
に
適
応
さ
せ
て
、
手
続
の
期
限
を
延

長
し
、
証
拠
の
提
出
順
序
を
変
更
す
る
」
権
限
を
与
え
て
い
る
。

（
88
）��Ibid.,�p.�161.

（
89
）��Ibid.,�pp.�161-162.

（
90
）��Silas�Sivas�Santos,� LIT

ISC
O

N
SÓ

R
C

IO
 E

V
E

N
T

U
A

L, A
LT

E
R

N
A

T
IV

O
 E

 SU
C

E
SSIV

O
 N

O
 PR

O
C

E
SSO

 C
IV

IL B
R

A
SILE

IR
O
,�São�

Paulo,�2012,�p.�244.

（
91
）��Ibid.,�p.�244.

（
92
）��Ibid.,�p.�249.

（
93
）��Ibid.,�p.�251.

（
94
）��Ibid.,�p.�251.
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（
95
）��Fernando�da�Fonseca�Gajardoni�&

�Ricardo�M
affeis�M

artins,�op.�cit.,�p.�58.

（
96
）��Ibid.,�p.�58.

（
97
）��Silas�Sivas�Santos,�op.�cit.,�p.�200.

（
98
）��Ibid.,�pp.�208-210.

（
99
）��Ibid.,�pp.�208-210.

（
100
）��Ibid.,�pp.�213-214.

（
101
）��Ibid.,�pp.�214-215.

（
102
）��Ibid.,�p.�215.

（
103
）��Fernando�da�Fonseca�Gajardoni�&

�Ricardo�M
affeis�M

artins,�op.�cit.,�p.�59.

（
104
）��Ibid.,�p.�59.

（
105
）��Ibid.,�p.�59.

（
106
）��Ibid.,�p.�59.

（
107
）��Ibid.,�p.�56.

（
108
）��D

iogo�D
ias�T

eixeira,�“D
esafios�processuais�na�identificação�de�cyber-infratores”.�D

isponível�em
�:�<https://jus.com

.br/
artigos/63638/desafios-processuais-na-identificacao-de-cyber-infratores>.�A

cesso�em
�:�04/01/2021.

（
109
）��T

J-SP,�A
C�0127959-62.2011.8.26.0100,�Rel.�J.�L.�M

ônaco�da�Silva,�Ó
rgão�Julgador:�Q

uinta�Câm
ara�de�D

ireito�Privado,�julgado�
em

�18/11/2015.�

（
110
）��

中
央
法
廷
は
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
市
中
央
部
を
管
轄
区
域
と
し
、
民
事
事
件
、
租
税
（
財
務
当
局
）・
労
災
関
係
事
件
、
財
務
当
局
の
租
税
取
立
関
係

事
件
、
民
事
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
事
件
、
及
び
非
行
児
童
・
少
年
に
係
る
事
件
を
担
当
す
る
法
廷
に
分
か
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
民
事
中
央
法
廷
は
、

民
事
部
、家
族
・
相
続
部
、児
童
・
少
年
部
、破
産
手
続
・
裁
判
上
の
再
生
手
続
部
、登
記
部
、及
び
企
業
・
仲
裁
関
係
紛
争
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

（
111
）��

前
掲
注
（
108
）
参
照
。

（
112
）��

前
掲
注
（
108
）
参
照
。

（
113
）��

前
掲
注
（
108
）
参
照
。

（
114
）��

第
二
地
域
法
廷
は
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
市
南
部
を
管
轄
区
域
と
し
、
民
事
部
、
相
続
・
家
族
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
法
廷
と
、
刑
事
部
、
児
童
・
少
年
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部
、
民
事
簡
易
裁
判
所
管
轄
事
件
部
、
第
二
南
部
地
域
の
Ｄ
Ｖ
に
係
る
事
件
を
担
当
す
る
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
法
廷
に
分
か
れ
る
。

（
115
）��Processo�nº�1011048-06.2018.8.26.0002.�D

isponível�em
�:�Jusbrasil�<https://w

w
w
.jusbrasil.com

.br/processos/184676901/
processo-n-1011048-0620188260002-do-tjsp>.�A

cesso�em
�:�04/01/2021.

（
116
）��
本
件
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
一
八
九
条
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
、
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
へ
の
配
慮
か
ら
、
訴
状
の
補
正
後
、
非
公
開
の
裁
判
と

な
っ
た
。
非
公
開
裁
判
に
お
い
て
は
、
同
条
補
項
一
の
定
め
の
通
り
、
訴
訟
記
録
を
閲
覧
す
る
権
利
は
、
当
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
に
限
ら
れ
る
。

当
該
訴
訟
の
官
報
掲
載
内
容
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
原
告
及
び
被
告
の
顕
名
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
被
告
Ｙ
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
推
察
さ
れ
る
。

（
117
）��Processo�nº�1121983-76.2019.8.26.0100,�D

s�Club�Interm
ediacoes�LT

D
A
.�x�Facebook�Serviços�O

nline�do�Brasil�LT
D
A
.�

D
isponível�em

�:�Jusbrasil�<https://w
w
w
.jusbrasil.com

.br/processos/184676901/processo-n-1011048-0620188260002-do-tjsp>.�
A
cesso�em

�:�04/01/2021.

（
118
）��Giovanni�V

idal�Guaragni�&
�Sandro�M

arcelo�K
ozikoski,�op.�cit.,�p.�161.

（
119
）��Ibid.,�p.�165.

（
120
）��Bruna�Bessa�de�M

edeiros,�“É�possível�a�apresentação�de�defesa�ou�recurso�na�produção�antecipada�de�prova?”.�D
isponível�

em
�:�<https://m

igalhas.uol.com
.br/depeso/305486/e-possivel-a-apresentacao-de-defesa-ou-recurso-na-producao-antecipada-de-

prova>.�A
cesso�em

�:�04/01/2021.

（
121
）��H

eitor�Sica,�“Produção�antecipada�de�provas:�uso�estratégico�no�N
ovo�CPC”.�D

isponível�em
�:�<https://blog.sajadv.com

.br/
producao-antecipada-de-provas-no-novo-cpc/>.�A

cesso�em
�:�04/01/2021.

（
122
）��

前
掲
注
（
120
）
参
照
。

（
123
）��Giovanni�V
idal�Guaragni�&

�Sandro�M
arcelo�K

ozikoski,�op.�cit.,�pp.�161-162.

（
124
）��

二
〇
二
一
年
一
月
調
査
時
点
。

（
125
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
一
頁
。

（
126
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
一
頁
。

（
127
）��

前
掲
注
（
５
）
参
照
。

（
128
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
五
頁
。

（
129
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
五
頁
。
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（
130
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
五
頁
。

（
131
）��

連
邦
歳
入
特
別
局
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
三
一
九
条
二
号
規
定
の
訴
状
記
載
事
項
で
あ
る
、
Ｃ
Ｎ
Ｊ
（
法
人
用
税
務
登
記
番
号
）、
Ｃ
Ｐ
Ｆ
（
個
人
用
納
税

者
番
号
）
を
管
理
し
て
い
る
。

（
132
）��M

odelo�Inicial,�“Citação�sem
�saber�a�qualificação�dos�Réus.�É�possível?”.�D

isponível�em
�:�<https://m

odeloinicial.com
.br/

artigos/citacao-qualificacao-reus>.�A
cesso�em

�:�04/01/2021.

（
133
）��

前
掲
注
（
132
）
参
照
。

（
134
）��W

A
M

BIER,�T
eresa�A

rruda�A
lvim

;�D
ID

IER�JR.,�Fredie;�T
A
LA

M
IN

I,�Eduardo;�D
A
N
T
A
S,�Bruno,�Breves�Com

entários�ao�
N
ovo�Código�de�Processo�Civil,�2ª�ed.,�São�Paulo:�RT

,�2016,�p.�863�[Luis�Guilherm
e�A

idar�Bondioli].

（
135
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
七
頁
以
下
。

（
136
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
八
頁
。

（
137
）��

伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法　

第
６
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
）
三
二
八
頁
。

（
138
）��

伊
藤
・
前
掲
注
（
137
）
三
二
八
頁
。

（
139
）��

山
本
・
前
掲
注
（
16
）
一
五
八
頁
。

（
140
）��

伊
藤
・
前
掲
注
（
137
）
三
三
一
頁
。

（
141
）��

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
流
通
の
適
正
確
保
に
関
す
る
研
究
会
「
報
告
書
」、
国
立
国
会
図
書
館
、<https://w

arp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/�
pid/283520/w

w
w
.soum

u.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/japanese/PD
F/denki/001220j60101.pdf>

（
二
〇
二
一
年
一
月
四
日
参

照
）。

（
142
）��

町
村
泰
貴
「
発
信
者
情
報
開
示
請
求
権
の
法
的
性
質
」、
堀
部
政
男
監
修
『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法�

実
務
と
理
論

―
施
行
10
年
の
軌
跡
と
展

望

―
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
一
号
（
二
〇
一
二
）
一
四
四
頁
。

（
143
）��

町
村
・
前
掲
注
（
142
）
一
四
四
頁
。

（
144
）��

町
村
・
前
掲
注
（
142
）
に
よ
れ
ば
、
発
信
者
情
報
開
示
に
あ
た
っ
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
四
条
の
定
め
る
「
要
件
が
充
足
し
て
い
る
か

ど
う
か
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
決
す
る
手
続
に
発
信
者
は
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
主
張
立
証
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
い
ま

ま
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
発
信
者
の
手
続
保
障
問
題
と
い
う
」（
一
四
八
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
。

（
145
）��

こ
の
点
に
つ
き
、
最
終
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、「
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
通
常
、
発
信
者
へ
の
連
絡
手
段
と
し
て
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
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レ
ス
や
電
話
番
号
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
り
意
見
照
会
を
行
っ
て
も
発
信
者
か
ら
適
切
な
回
答
を
得
ら
れ
る
ケ

ー
ス
は
少
な
い
が
、
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
場
合
、
契
約
者
の
氏
名
や
住
所
を
保
有
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
郵
送
に
よ
り
、
電
子
メ
ー
ル

に
よ
る
意
見
照
会
よ
り
も
適
切
に
発
信
者
か
ら
回
答
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
二
六
頁
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
146
）��
こ
の
点
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
検
証
Ｗ
Ｇ
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
検
証
Ｗ
Ｇ�

提
言
」、
総
務
省
、<https://w

w
w
.soum

u.go.jp/
m
ain_content/000134914.pdf>

（
二
〇
二
一
年
一
月
四
日
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
一
律
の
記
録
保
存
義
務
を
設
け
な
い
と
し
て
も
、「
中
小
零
細
の

プ
ロ
バ
イ
ダ
事
業
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
手
プ
ロ
バ
イ
ダ
事
業
者
に
お
い
て
も
、
そ
の
利
用
者
数
（
契
約
者
数
）
を
勘
案
す
る
と
、
本
来
の

業
務
を
圧
迫
し
て
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
」（
三
九
頁
）
と
の
指
摘
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

当
該
記
録
は
通
信
の
秘
密
（
電
気
通
信
事
業
法
四
条
）
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
、
原
則
は
、
保
存
は
許
さ
れ
ず
、
電
気
通
信
役
務
を
円
滑
に
提
供
す

る
た
め
に
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
（
同
法
一
条
）。
か
か
る
事
実
上
及
び
法
律
上
の
問
題
を
考
慮
し
、
記
録
保
存
義
務
の
創
設
を
肯
定
的
に
論
じ
る

に
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
147
）��

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
海
賊
版
対
策
に
関
す
る
勉
強
会
事
務
局
「
ア
ク
セ
ス
制
限
に
関
す
る
請
求
権
の
考
え
方
に
つ
い
て
（
森
田
教
授
ヒ
ア
リ

ン
グ
メ
モ
）」、
内
閣
知
的
財
産
戦
略
本
部
検
証
・
評
価
・
企
画
委
員
会
、<https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_

hyoka_kikaku/2018/kaizoku/benkyoukai/siryou9.pdf>

（
二
〇
二
一
年
一
月
四
日
参
照
）。

（
148
）��

前
掲
注
（
147
）
参
照
。

（
149
）��

発
信
者
情
報
開
示
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
「
中
間
と
り
ま
と
め
」、
総
務
省
、
一
六
頁<https://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/�

000705095.pdf>

（
二
〇
二
一
年
一
月
四
日
参
照
）。

（
150
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

三
二
頁
。

（
151
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

一
七
頁
。

（
152
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

一
七
頁
。

（
153
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

一
七
頁
以
下
。

（
154
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

一
八
頁
。

（
155
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

一
八
頁
以
下
。

（
156
）��D

em
ócrito�Reinaldo�Filho,�“Lim

ites�e�requisitos�da�ordem
�judicial�para�quebra�de�sigilo�de�dados�arm

azenados�por�
provedor�de�serviços�na�internet.�:�D

esnecessidade�de�individualização�prévia�do

（s

）�investigado

（s

）�e�do�esgotam
ento�de�
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outros�m
eios�de�prova”.�D

isponível�em
�:�<https://jus.com

.br/artigos/80222/lim
ites-e-requisitos-da-ordem

-judicial-para-
quebra-de-sigilo-de-dados-arm

azenados-por-provedor-de-servicos-na-internet>.�A
cesso�em

�:�04/01/2021.�
（
157
）��

こ
の
点
、
発
信
者
情
報
開
示
に
お
い
て
問
題
と
な
る
権
利
利
益
の
う
ち
、
匿
名
表
現
の
権
利
に
焦
点
を
当
て
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
例
の
分
析
と

と
も
に
、
日
本
に
お
け
る
発
信
者
情
報
開
示
の
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
と
し
て
、
毛
利
透
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
匿
名
表
現
の
要

保
護
性
に
つ
い
て
―
表
現
者
特
定
を
認
め
る
要
件
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
例
の
分
析
」、
樋
口
陽
一
ほ
か
編
『
憲
法
の
尊
厳　

奥
平
憲
法
学

の
継
承
と
展
開
』
一
八
七
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
）
が
あ
る
。

（
158
）��ST

J,�REsp.�1.851.328/RJ,�Rel.�M
in.�N

ancy�A
ndrighi,�Ó

rgão�Julgador�:�T
erceira�T

urm
a,�julgado�em

�19/06/2020.

（
159
）��

前
掲
注
（
56
）
参
照
。

（
160
）��

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
第
二
課
・
前
掲
注
（
14
）
七
一
頁
。

（
161
）��

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
第
二
課
・
前
掲
注
（
14
）
七
二
頁
。

（
162
）��

町
村
・
前
掲
注
（
142
）
一
四
八
頁
。

（
163
）��

町
村
・
前
掲
注
（
142
）
一
四
八
頁
。

（
164
）��

町
村
・
前
掲
注
（
142
）
一
四
八
頁
。

（
165
）��

町
村
・
前
掲
注
（
142
）
一
四
九
頁
。

（
166
）��

最
終
と
り
ま
と
め�

二
二
頁
以
下
。

（
167
）��

こ
の
点
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
保
有
す
る
情
報
が
裁
判
所
に
の
み
開
示
さ
れ
、
発
信
者
が
匿
名
の
ま
ま
開
示
手
続
に
関
与
す
る
、
又
は
本
案
請
求
訴

訟
お
い
て
匿
名
の
ま
ま
訴
訟
手
続
の
追
行
を
可
能
と
す
る
等
の
制
度
を
構
築
す
る
方
向
性
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
発
信
者
の
手
続
保
障
の
問
題

に
つ
い
て
、
一
定
の
対
処
を
図
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
168
）��W

évertton�Gabriel�Gom
es�Flum

ignan,�op.�cit.,�p.�142.

（
169
）��Ibid.,�p.�142.

（
170
）��Portal�da�Câm

ara�dos�D
eputados,�“PL�5203/2016”.�D

isponível�em
�:�<https://w

w
w
.cam

ara.leg.br/proposicoesW
eb/fichadet

ram
itacao?idProposicao=2083673>.�A

cesso�em
�:�04/01/2021.

（
171
）��

前
掲
注
（
６
）
参
照
。

（
172
）��

前
掲
注
（
５
）
参
照
。
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�

髙
橋
　
一
実�

（
た
か
は
し　

か
ず
み
）

　

所　
　

属　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
二
年

　

専
攻
領
域　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
法
、
民
事
訴
訟
法

　

主
要
著
作　

�

ミ
ゲ
ル
・
ア
ン
ヘ
ル
・
ア
コ
ス
タ
著
、
髙
橋
一
実
訳
、
前
田
美
千
代
監
訳
「
二
〇
一
五
年
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
新
民
商
法
典
に
お
け
る
契
約
法
お
よ
び
家
族
法
の
重
要
改
正
」『
法
学
研
究
』
第
九
三
巻
第
四
号

（
二
〇
二
〇
年
）
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